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むつ市議会第２２２回定例会会議録 第４号
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◎開議の宣告

午前１０時００分 開議

〇議長（山本留義） ただいまから本日の会議を開

きます。

ただいまの出席議員は24人で定足数に達してお

ります。

◎諸般の報告

（ ） 、 、〇議長 山本留義 本日 諸般の報告については

特に申し上げる事項はありません。

〇議長（山本留義） 本日の会議は議事日程第４号

により議事を進めます。

◎日程第１ 一般質問

〇議長（山本留義） 日程第１ 一般質問を行いま

す。

本日は、石田勝弘議員、上路德昭議員、横垣成

年議員、池光弘議員の一般質問を行います。

◎石田勝弘議員

〇議長（山本留義） まず、石田勝弘議員の登壇を

求めます。10番石田勝弘議員。

（10番 石田勝弘議員登壇）

〇10番（石田勝弘） おはようございます。市誠ク

ラブの石田勝弘であります。むつ市議会第222回

定例会に臨み、３項目にわたり一般質問を行いま

す。

まず初めに、地場産業の振興策についてお伺い

いたします。先日むつ市は、市内の農業、畜産、

漁業、林業の振興と６次産業の推進に向けてみち

のく銀行と業務推進協定を締結したようでありま

す。市と銀行の両者が連携し、商品開発や販路拡

大などを支援するというものです。協定は、生産

から加工、販売に至るいわゆる６次産業化、農林

畜水産業分野での持続的な発展などの面で相互に

協力し合うなどとしております。そして、資金調

達にはインターネットを通して小口の資金を不特

定多数から募るクラウドファンディングの活用も

視野に入れているようでございます。６次産業化

や新しく起業を希望する若者がふえることは、む

つ市内の経済の活性化につながり、雇用の拡大に

結びつくものと大いに期待を抱くところでありま

す。

クラウドファンディングには、資金提供者に対

するリターン、いわゆる見返りの形態によって３

つに分けられるといいます。１つは、金銭的リタ

ーンのない寄附型、２つ目は金銭的リターンが伴

う投資型、最後はプロジェクトが提供する何らか

の権利や物品を購入することで支援を行う購入型

がありますが、日本においては資金決裁に関する

法律等によって個人間の送金や投資が制限されて

いることから、購入型のクラウドファンディング

が普及しているようであります。

以上のことから、次の３点についてお伺いいた

します。

まず、この協定のもと、農林畜水産業振興に当

たってむつ市ができることは何か。

次に、今回締結した協定で想定しているクラウ

ドファンディングはどんな種類なのか。また、市

長はクラウドファンディングという資金調達手段

は、若い人が農業を始めるチャンスであり、Ｕタ

ーンなどを取り込める可能性があると話している

と報道されておりますが、どのような観点からそ

う思われるのか、ご所見をお伺いいたします。

次は、地熱発電についてお伺いいたします。地

熱発電の特性は、次の４つに絞られます。
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１、地下のマグマで熱せられた地下水は、地熱

貯留槽を通して噴出する蒸気や熱水によって発電

するため、化石燃料のように資源が枯渇する心配

はなく、計画的に使用すれば永続的な利用が可能

、 。である いわゆる再生可能エネルギーであること

２、風力や太陽光を利用した発電方法は、発電

できる時間帯が限られていたり、天候や季節によ

って発電量が大きく変動いたしますが、地熱発電

は１年を通して一定量を発電できるというすぐれ

た安定性を有していること。

３、地熱発電は、自然が生み出す蒸気を使って

発電するため、二酸化炭素の排出量が火力発電の

20分の１以下であり、まさに地球に優しいクリー

ンエネルギーであること。

４、日本の豊富な地熱資源は、全て純国産エネ

ルギーであること。

このように、地熱発電はすぐれた特性を有して

おります。

また、日本には火山が多く地熱利用が可能とな

る場所が多いのも事実であります。日本での地熱

発電は、東北と九州に集中しており、特に東北地

方が60％のシェアを占めております。青森県内で

も温泉が多くあり、その中でも八甲田周辺及び下

北半島の燧岳周辺に高温の地熱貯留層があるので

はないかと言われております。

市では、ことし３月末にむつ市大畑地区燧岳周

辺での地熱発電事業の可能性を探るために、弘前

大学北日本新エネルギー研究所と連携協定締結の

調印式を行い、ＪＯＧＭＥＣの地熱資源開発調査

事業費の助成金を活用して先進地の視察や講演会

などを行っております。むつ市議会でも11月５日

から３日間、鹿児島県九州電力の大霧、山川両発

電所を視察いたしました。弘前大学北日本新エネ

ルギー研究所の村岡教授、井岡准教授によるむつ

市地熱講演会が、11月25日、市内のホテルで開催

されました。また、同日には産学官や金融関係者

で構成するむつ市燧岳周辺地熱開発研究会を発足

させ、座長には村岡教授を選任したと報道されて

おります。

研究会は、今後地熱発電の仕組みや動向、送電

網の整備、熱水や温水の利活用、開発地帯や資金

調達など多岐にわたる項目で検討を重ねていくも

のと思います。

以上のことを踏まえ、次の３点についてお伺い

いたします。

まず、地熱講演会の席上、宮下市長は地熱発電

は地域を変えるチャンスだと述べておりますが、

改めて地熱発電に取り組む市長の思い入れをお伺

いいたします。

また、地熱発電は、よい点ばかりでなく問題点

。 、も多くあります その中でも特に大きな問題点は

初期調査から事業化まで非常に長い年月がかかる

こと、そのために初期コストがかかり過ぎるとい

うことが一番の問題であります。地熱開発研究会

では、来年から本格的な調査に入るわけでありま

すが、最初は地質理化学調査、物理探査などの地

表調査を行い、そしてその後地下探査を行い、地

熱貯留層を確認し、その後環境アセスメントを行

うなど、事業化までには10年以上の年月を要する

ものと思われます。そこで、市でも地熱発電に本

腰を入れる意味でも、なるべく早目に地熱発電を

担当する課を創設すべきと思いますが、市長のご

所見をお伺いいたします。

次に、地熱講演会で講師の村岡教授は、燧岳周

辺は地熱資源として有望であり、熱水を用いた地

熱の直接利活用も有効であるとし、市が現在取り

組んでいるジオパーク構想に加え、地熱エネルギ

ーの利活用も包括した、いわゆる下北ジオサーマ

ルパーク構想を提案いたしましたが、それについ

て市長の感想はいかがかお伺いいたします。

質問の最後は、広報むつについてであります。

、昭和38年８月から今年10月25日付の第823号まで
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長い間むつ市役所からのお知らせや、むつ市内の

情報などを広く市民に伝え続け親しまれてきたむ

つ市政だよりが、11月から新しく、その名も「広

報むつ」と改め、その第１号が11月10日に発行さ

れました。従来のむつ市政だよりの制作に多大な

経費を要することから、昭和60年６月号から広告

の掲載をして、その費用の一部を賄ってきたとこ

ろであります。ところが、今年４月１日から従来

の広告費の価格を引き下げたようでありますが、

その理由は何かお尋ねいたします。

また、現在広告収入が広報紙の制作経費にどの

程度役立っているのかもお伺いいたします。

次に、広告収益をさらにふやすために、広告枠

のサイズを今よりもっと自由にすべきと思います

が、そのご見解をお伺いいたします。

以上で壇上からの質問といたしますが、市長及

び理事者におかれましては、明快かつ前向きなご

答弁をお願いいたします。

〇議長（山本留義） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） おはようございます。石田

議員のご質問にお答えいたします。

まず、地場産業の振興策についてのご質問の１

点目、農林畜水産振興に当たって市ができること

は何かについてお答えいたします。この件につき

ましては、一般質問初日の大瀧議員、２日目の斉

藤議員のご質問の答弁と一部重複する点がござい

ますことをご了承いただきたいと存じます。

むつ市における農林畜水産業を取り巻く状況

は、少子高齢化に伴う担い手不足や耕作放棄地の

、 。 、増大等 厳しい状況に直面しております 市では

基幹産業である農林畜水産業の振興のためには、

まずは安定した生産ができること、所得の向上が

図られることが重要であると考えております。市

においては、これまでも県や関係機関と連携し、

ほっかりん、一球入魂かぼちゃ、夏秋イチゴ等の

産地づくり、繁殖牛の増頭などを推進してきたほ

か、国・県の事業を活用しての後継者及び新規就

農者の育成や新たな加工品の開発に係る先進地視

察や試作試験、首都圏での販売拡大、販売促進の

支援を行っております。

また、安定した水産物の生産のための方策とし

て、マダラ、アワビを初めとする種苗の生産放流

事業や、ホタテ貝殻の敷設及び投石によるナマコ

増殖場造成事業などの増養殖振興事業に対し、補

助金の交付をしております。

さらに、平成24年からは、大畑地区のホヤ養殖

試験事業についても下北地域県民局むつ水産事務

所を初めとする関係機関と連携しながら取り組ん

でいるところであります。

議員ご承知のとおり、去る11月19日、当市はみ

ちのく銀行との「食と農林畜水産業の振興と活性

化に関する業務推進協定」を締結したところであ

りますが、この協定のもと、これまで推進してき

た農林畜水産業の所得向上、生産拡大、首都圏で

の販路拡大、国や県の各支援制度の紹介や事業採

択に向けた計画づくりなど、６次産業化に向けた

取り組みが加速できるものと考えております。

また、６次産業化を加速するためには、産学官

金の連携が重要であると考えており、今後大学や

研究機関との連携も深めていきたいと考えており

ます。

ご質問の２点目、クラウドファンディングの活

用についてであります。資金提供者に対するリタ

ーンの形態はいずれの形態であるのかとのご質問

、 。につきましては 担当部長から答弁をいたします

次に、新聞記事における私のコメントに対する

ご質問についてお答えいたします。石田議員ご承

知のとおり、クラウドファンディングの特色はイ

ンターネットの活用であり、クラウドファンディ

ング運営会社を介して事業者と一般の出資者とを

インターネットで結びつけて、不特定多数の方々
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から比較的少額の事業資金を直接集める仕組みと

して新商品開発や新規事業を立ち上げようとする

中小企業、個人事業者の新たな資金調達手段とし

て近年脚光を浴びているところであります。

一般的に新商品の開発や新規事業を立ち上げる

際には、設備投資などプロジェクト初期において

多額の資金が必要となりますが、クラウドファン

ディングでは設定する資金調達額をクリアした時

点において、プロジェクトを実行することで資金

調達のリスクを軽減することが可能となっている

、 、ことから 資金調達に対する心理的負担を減らし

新規事業に対する取り組み意欲の惹起、積極的な

姿勢に結びつくものと考えます。

さらに、クラウドファンディングの活用を通じ

て、当市の基幹産業であります農林畜水産業の振

興、活性化を図ることで雇用の創出や所得の増大

につなげ、それが魅力ある農林畜水産業の成長産

業化に結びつくものと考えることから、これらを

念頭に、新たに若い人が当市で農業などを始める

きっかけづくりになるとの期待を込めて、新聞取

材に対する発言となったところであります。

全国では、地元にＵターンし、家業の農家を継

ぎながら地元の野菜を使った料理を出す農家カフ

ェを開業した方や、既に市内においては他のクラ

ウドファンディングを活用し農業を始めた方な

、 。ど 多様な取り組み事例があると伺っております

クラウドファンディングは、将来性の高い金融

サービス分野であり、また当地域にマッチした制

度であると認識しております。地域の新たな活力

源として、市といたしましても積極的に支援して

まいりたいと考えておりますので、ご理解賜りた

いと存じます。

次に、地熱開発についてのご質問の地熱発電に

取り組む私の思い入れについてでありますが、先

ほどご指摘のありましたとおり、私はこの事業は

地域を変える大きなチャンスになると考えており

ます。地熱は、電力の供給だけでなく、カスケー

ド利用という熱水、温水としての温度に応じた段

階的な利用もでき、地域暖房、温泉などさまざま

な可能性を秘めておりますし、地熱発電を軸とし

たスマートシティのような取り組みも可能にする

と考えております。

市では、理解促進事業の一環として、寒冷地帯

であるアイスランドの地熱開発状況について、北

日本新エネルギー研究所の村岡先生を初め青森

市、弘前市とともに視察してきたところでありま

すので、アイスランドの取り組みについては、視

察に行きました副市長から答弁をさせますが、ア

イスランドなどの事例を参考としながら、私とし

ては日本一の地熱エネルギー利用地域を目指し

て、この事業に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

次に、諸課題が多くある地熱発電を強力に進め

るためにも独立した課を設置すべきとのご提案に

ついてでありますが、鎌田議員にもお答えしたよ

うに、今後の地熱エネルギー分野の対応について

は、業務量も増大し、息の長い事業となることと

認識しており、しっかりとした体制を整備するこ

とが必要であると私自身も認識しております。

一方で、来年度の事業は調査が中心となること

から、現時点での課の設置までは必要なく、今後

の事業ボリュームの増大に応じて考慮すべき事項

であると考えております。

いずれにいたしましても、この事業をしっかり

と進めてまいりたいと考えておりますので、ご理

解を賜りたいと存じます。

次に、下北ジオサーマルパーク構想についてで

ございますが、この構想は去る11月25日に開催さ

れた地熱講演会において、弘前大学北日本新エネ

ルギー研究所の村岡教授からご提案をいただいた

ものであります。村岡教授や同研究所の井岡准教

授からも説明があったとおり、地熱利用は地下熱
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水の温度によって利用方法が変わるカスケード利

用を図ることで、地域の貴重な資源である地熱を

余すことなく利用できるとのことであります。

ジオパークとは、地域に存在する資源を保全し

ながら、観光や教育への活用を図る取り組みであ

り、まさにジオの恵みとも言える地熱を学び、地

熱によってもたらされる恩恵をさまざまな形で地

域に還元するというジオサーマルパーク構想は、

ジオパークの目指す理念とも合致するものと考え

ております。

また、講演会に先立ち発足したむつ市燧岳周辺

地熱開発研究会の今後の研究成果をジオ教育やジ

オツーリズムの素材として活用を図っていくこと

ができれば、下北地域にとって多くのプラス効果

が生まれるものと期待しているところであり、今

回の村岡教授からのご提案は、当地域のジオパー

ク構想の実現に向けても大変心強いものであると

受けとめております。

次に、広報むつについてのご質問の１点目、広

告費の広報むつ作成経費に占める割合についてお

答えいたします。議員ご指摘のとおり、本年４月

１日より広報紙への広告掲載料金を引き下げてお

ります。広告掲載を開始した昭和60年６月以来料

金の改定は行っておりませんでしたが、ここ数年

掲載数が減少してきていることと、掲載希望者か

らの料金が高いのではないかとの声が少なからず

あったことから、県内他市との比較や、料金の基

礎となる印刷経費を考慮し、料金の見直しが必要

であると判断して料金改定を行ったものでありま

す。

現在の広告収入が広告紙制作経費にどの程度役

に立っているのかにつきましては、担当部長から

答弁をいたします。

次に、ご質問の２点目、広告枠のサイズをより

フレキシブルにするべきとのご質問についてであ

、 、りますが 市ではむつ市広告掲載実施要綱を定め

その中で広告掲載は市民サービスの向上及び地域

経済の活性化を図るため、市の資産等を広告媒体

として活用し、民間企業等の広告を掲載している

ところであります。

広告スペースにつきましては、新たにページ数

をふやすなどの経費をかけることなく、レイアウ

トの工夫や簡潔な広報文面を心がけることにより

広告掲載スペースを確保し、運用してまいりまし

た。

広告枠のサイズにつきましては、5.2センチ掛

ける18.1センチメートル、5.2センチメートル掛

ける９センチメートルの２通りとしております

が、今般広報紙の見直しを行ったところでありま

すので、今後においては広告掲載を希望される方

々のご意見を伺いながら、もう少し大きいサイズ

の広告枠の必要性についてなど、鋭意研究してま

いりたいと存じますので、ご理解を賜りますよう

お願い申し上げます。

〇議長（山本留義） 副市長。

〇副市長（新谷加水） 私からは、地熱発電大国ア

イスランドの状況につきまして、市長答弁に補足

いたします。

市長からお話がありましたように、私は去る９

月28日から10月４日までの日程で、弘前大学の村

岡教授を団長に、青森市、弘前市とともにアイス

ランドの地熱発電所を中心に視察をしてまいりま

した。

、 、アイスランドは まさに溶岩大地でありまして

訪問する際にも、ちょうど火山が高々と溶岩を噴

き上げて大噴火をしておりました。飛行制限も出

されている状況でございましたが、無事に視察を

してまいりました。

総人口約33万人という大変小さい国でありま

す。大都市は、首都レイキャビクのみで、そこに

約20万人ほどが住んでいます。1930年代、首都レ

、 、イキャビクは石炭による暖房 発電によりまして
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大変なスモッグ都市だったそうでありますが、こ

れではいけないということで、自国に豊富に賦存

する地熱の利活用に本格的に取り組み、まずは暖

房として利用することから始め、発電事業へ発展

させるとともに、発電後の熱水を一般家庭や企業

などへ給湯するなどの二次利用を拡大し、地域暖

房、産業への利活用を充実させ、さらにはその後

の緩流してきた余剰温水を融雪などの三次利用に

使うなどのカスケード利用を進め、今では一次エ

ネルギーの66％を地熱エネルギーで賄い、全家庭

の90％が給湯を受ける地域暖房を実現し、世界一

環境のきれいなクリーンな国に生まれ変わってい

るところであります。

ちなみに、この国は水も豊富でありまして、約

20％が水力発電だそうでありまして、ほぼ全エネ

ルギーの大半を自然再生エネルギーで賄っている

状況であるとのことであります。

地熱の本格的利活用に取り組んでから約80年、

さまざまな技術改良を加え、地熱の利活用技術は

ほぼ確立されているようであります。ただ、おも

、 。しろいことに タービンは日本製でございました

地熱大国を日本のものづくりが支えているという

ことになっているわけでございます。

1930年代以前は、水産業が基幹産業だったそう

でございますけれども、今では余剰電力を活用し

たアルミ精錬、そして観光産業でも外貨が獲得で

きるようになったそうでございます。

地熱発電で使い終えた熱水や温水は、例えば

250人もの雇用を生み出す世界的にも有名な巨大

温泉施設にも活用されております。これは、約１

ヘクタールの露天風呂、ブルーラグーンでありま

して、世界中からの観光客でにぎわう一大観光地

になっております。さらには、農産物の巨大栽培

施設、魚の養殖加工施設、地域ごとに設けられた

一般住民対象の温水プール等々、徹底して熱水を

活用し、産業の振興、市民福祉の向上に努めてい

ます。

人々は、温水プールに入る習慣があるようで、

健康寿命は高いですし、人口もふえているそうで

ございます。我が国におきましても、その地熱エ

ネルギーの賦存量は世界第３位と言われており、

むつ市は青森県内有数の地熱エネルギーの宝庫で

あると言われているところであります。

村岡教授が提案された下北ジオサーマルパーク

構想は、まさにアイスランドの視察を踏まえたう

えでのご提案と思いますが、我々もぜひ恵まれた

地域エネルギーを活用し、アイスランドが開発し

た技術や日本国内での地熱発電及び熱水の利活用

事例を参考としながら、この地において発電のみ

ならず地域暖房、産業活用、観光活用などの民生

活用について、その可能性を追求していきたいも

のと念願しているところでございます。

以上でございます。

〇議長（山本留義） 経済部長。

〇経済部長（浜田一之） 地場産業の振興策につい

ての２点目、クラウドファンディングの活用につ

いて、資金提供に対するリターンの形態はいずれ

の形態であるのかとのご質問にお答えいたしま

す。

業務推進協定を締結しました株式会社みちのく

銀行は、別途クラウドファンディング運営会社と

の業務連携を締結しており、当該運営会社は投資

型の業務を行っておりますことから、当市におけ

る場合も投資型となるものであります。

この投資型の特徴といたしましては、出資者の

出資動機が「事業を応援したいから」や 「事業、

者の考えや仕組みに共感したから」といった動機

が全体の８割を占め、これに対して「利益が出そ

うだから」は１割にも満たないと伺っております

ので、ファンドを組成しやすいものであると考え

ております。

また、リスク面においても、返済が売り上げ連
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動となるため、売り上げが低迷した場合、返済額

も少なくなることや、現物での分配といった手法

、 。もあり 近年需要が伸びていると伺っております

〇議長（山本留義） 総務政策部長。

〇総務政策部長（伊藤道郎） 広報むつについて、

広告収入が広報紙の制作経費にどの程度役立って

いるのかについてお答えいたします。

昨年、平成25年度の実績を申し上げますと、制

作経費3,258万9,900円に対しまして、広告掲載収

入が214万2,000円で、割合としては6.6％となっ

ております。また、それより３年前の平成22年度

は、制作経費が3,185万8,305円に対し、広告掲載

収入が379万5,750円で、割合は11.9％でありまし

た。この３年で広告収入が165万円余り、４割以

上の減少となってございます。

なお、この４月から広告掲載料金の引き下げを

行ったことにより、11月末現在では件数並びに金

額とも昨年度の同時期を上回っている状況にござ

います。

以上でございます。

〇議長（山本留義） 10番。

〇10番（石田勝弘） 丁寧なご回答、ありがとうご

ざいました。若干再質問を行いたいと思います。

まず一番先の地場産業の振興策についてでござ

いますが、資金調達のほうはクラウドファンディ

ング、その形は投資型ということで、その事業に

対して共感する人の割合が80％で、利益を求めや

すい人が10％以下という話で、お金が集めやすい

のではないかという部長のお話でした。そういう

ふうに全て順調にいけばよろしいのですが、実際

今起業を希望する方が全く何もない状態で、こう

いうことをしたいという計画を持ち込んだ場合、

それをむつ市あるいはみちのく銀行さんがどのよ

うな援助ができるのかお尋ねいたします。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

具体的なみちのく銀行さんの支援ということで

すけれども、この協定においてはアドバイザー派

遣、それからどうやって農業をこれからやってい

こうかという計画の策定などの支援をしていただ

くということになっています。それに合わせて市

では、起業や支援を希望する方々に対する相談窓

口、この役割をさせていただきたいと。この役割

分担の中で支援をしていきたいというふうに考え

ています。

〇議長（山本留義） 10番。

〇10番（石田勝弘） アドバイザー派遣などを行う

と、それは一つの方法でありますが、実際スター

トしなければいけない、スタートさせなければい

けないという場合に、市では補助金の形で応援す

るということはあり得るのかどうか、確認したい

と思います。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

実際にスタートする際に補助金の形で市が支援

するのかというようなご質問だと思います。この

クラウドファンディングを活用した農林畜水産物

の販路拡大など１次産業の振興については、事業

者がファンドを利用しやすいビジネス環境を整え

ることが市の役割であるというふうに考えており

ますので、そのクラウドファンディングを利用す

る場合のファンドの組成費用、この一部を助成す

るということで現在制度設計中でありますので、

ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（山本留義） 10番。

〇10番（石田勝弘） 次は、地熱発電について若干

質問したいと思います。

先ほどのお話を聞きますと、特に副市長からア

イスランドでの視察の様子を聞いて、すばらしい

ものだなという実感が、この間の講演会でもいた

しましたが、さらに今の話で実感いたしました。

そこで、10年以上かかるということで、長期の仕
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事になるわけです。そうしたら、研究会に任せっ

きりで、市では企画調整課の中の一部のグループ

がこれに携わって、適当にお茶を濁せばいいのか

というような思いもされる心配もございます。そ

こで、確かに来年は調査だけで大した仕事はない

と思いますけれども、研究するなり、そういう先

進地の勉強するなりというようなことを考えます

と、今ある職員で十分なのか、あるいは新しい研

究スタッフを導入させるというようなことも、す

ぐでなくても、将来的にはそういうことも考えら

れると思いますけれども、それに対して市長はど

う思っておりますか、お伺いします。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

、 、この地熱の事業に対して 今ある職員で十分か

将来的に研究スタッフというものを導入する必要

があるのかというようなご質問だと思います。

まず私から申し上げたいのは、この研究会に任

せっきりで適当にお茶を濁すということはありま

せん。この研究会自体の運営も、これは我々のと

ころでむつ市、それから企画調整課でやらせてい

ただきますので、企画調整課のコントロールの中

でこの研究会を運営してまいりたいというふうに

思います。

それから、繰り返しになりますけれども、まず

少なくとも来年度は見えているのは調査、この調

査は基本的にどれぐらいのポテンシャルがあるの

か、賦存量はどれぐらいあるのかというところで

あります。それを踏まえた形で今後、来年度、再

来年度以降にどういうような利活用ができるのか

ということを本格的に検討していくということで

ありますので、そういったタイミングになって、

さらに研究スタッフや新しい課が必要だというこ

とになれば、その際に検討すべき事項だというふ

うに考えています。

〇議長（山本留義） 10番。

〇10番（石田勝弘） その辺よくわかりました。ま

だ来年度調査ですから、確かにこれからの課題で

ありますので、十分に今のうち、そのときになっ

てばたばたしないように本格的に考えていただき

たいと思います。

次に、アイスランドでは一次エネルギーの66％

地熱エネルギーで賄って、各家庭の暖房施設にエ

ネルギーを配給しているというようなことでござ

いますが、村岡教授の言っている下北ジオサーマ

ルパーク構想とジオパーク構想に今むつ市で取り

組んでいるわけですが、それについても市長は構

想は合致しているのだと、その提案については心

強いという感想を先ほど述べられましたが、実際

今どうでしょうか。燧岳周辺の地熱は３万キロワ

ットぐらいだとすると、確かに10年以上もかかる

のですね。環境アセスメントなどで結構時間がか

かります。2,000キロ、3,000キロだとするとそん

なにかからないというお話もあります。市ではど

の程度のことを目標に今考えておりますでしょう

か。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 地熱の熱源というか、熱量

というか、その目標値でありますけれども、これ

はまさに今我々が来年度ポテンシャル調査をして

明らかにしていくことだというふうに考えており

ます。ですから、そういう意味で、その調査の結

果を踏まえて2,000キロワット、3,000キロワット

のところから着手するのか、あるいは最初から３

万キロワットというところを目指していくのか、

そういうところも調査の結果、そのポテンシャル

を踏まえて我々としては検討すべき事項だという

ふうに考えています。

〇議長（山本留義） 10番。

〇10番（石田勝弘） 二、三千キロワット程度だと

下北ジオサーマルパーク構想には全く合わないで

すね。やはり３万キロあるいは５万キロワットぐ
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らいのことをしないと、先ほどのアイスランドを

参考にしたような地域づくりも何もできないと思

います。これも全部調査してからの話ですので、

今余り話ししてもかみ合わないので、この程度に

いたします。

最後は、広告の件でございますが、平成22年で

は379万円、平成25年には214万円の広告費が集ま

ったと。この差額は先ほど言ったみたいに、部長

にご答弁いただきましたが、広告費が高いから減

ったのかどうか、どういう分析なさっているかお

伺いします。

〇議長（山本留義） 総務政策部長。

〇総務政策部長（伊藤道郎） 分析の部分でござい

ますけれども、分析については現在のところして

おりません。先ほどの市長の答弁にもございまし

たように、料金が高いのではないかというような

声が少なからずあったというようなことでござい

ますので、その辺も一つの理由かと存じます。

以上でございます。

〇議長（山本留義） 10番。

〇10番（石田勝弘） 景気が悪かったのですよね、

恐らく。そうでないとこんなに落ちないと思いま

す。

、 、 、先ほど申し上げたように 広告枠を 今一定の

何センチか、ちょっと今忘れましたが、あの枠で

やっていました。それを半ページとか、あるいは

今の２倍とか、そういうような形にして、もっと

広告を出しやすい形に、形といいますか、そうい

う考えはありませんか。そのほうがいいと思いま

すけれども。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 広告の大きさについてのご

、 。 、質問 ご要望だと思います 私といたしましては

この広報むつということで市政だよりの内容を全

面的にリニューアルをさせていただいたところで

あります。そういった中で、広告の大きさなどに

ついても、今後しっかりと見直しをして、広告を

出したいという方々のニーズにも応えながら、か

つ我々のしっかりとした収入になるように取り組

んでまいりたいというふうに思います。

〇議長（山本留義） 10番。

〇10番（石田勝弘） 例えばその広告の出し方も、

ことし１年ずっと出すよというような場合は何割

引きしますよと、そういうような発想もあってし

かるべきだと思います。

いっぱい再質問の材料はありますけれども、き

ょうはこの程度にとどめます。ありがとうござい

ました。

〇議長（山本留義） これで、石田勝弘議員の質問

を終わります。

ここで、午前11時まで暫時休憩いたします。

午前１０時４５分 休憩

午前１１時００分 再開

〇議長（山本留義） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎上路德昭議員

〇議長（山本留義） 次は、上路德昭議員の登壇を

求めます。21番上路德昭議員。

（21番 上路德昭議員登壇）

〇21番（上路德昭） おはようございます。むつ市

議会第222回定例会に当たり一般質問をさせてい

ただきます公明・政友会の上路德昭でございま

す。

2014年も残り22日間と、あっという間に終わろ

うとしております。政治家になり、はや５年の月

日がたち、政治のスピードアップについて深く考

えます。突然の解散総選挙を控え、若者が選挙に

行かない、議員削減、年金問題、少子高齢化、国

の借金、消費税、社会保障などなどさまざまな課
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題が連日メディアをにぎわせております。私がむ

つ市を変えてやると意気込んで政治家になり、何

が変わったのかを改めて深く考えている次第でご

ざいます。

時代の変化に早く対応しなければいけない政治

そのものが、なかなか革新的になれないことが若

者の政治離れを促しているのか。つまる、つまら

ないではなく、意思決定権に対して全ての事柄が

マイナンバー制が成立された今、議員は要らない

から、全て国民投票制のほうがよいという学生の

子も身近におりました。さまざまな葛藤を経験し

てきた先輩議員の皆様方に敬意を表しながら、ふ

るさとでありますここむつ市に自分自身は何が貢

献できるかを考える所存でございます。

政治家として与えられた期間、言うなり地蔵に

ならず、宮下宗一郎市長にとってむつ市議会唯一

の年下議員でありますが、むつ市の将来を見据え

た提案や議論をさせていただければ幸いでござい

ます。

それでは、質問に移らせていただきます。

質問事項１、除排雪及び除排雪経費に関してを

お伺いいたします。

こちらの質問に入る前に、先日インターネット

で調べた際、除雪に関しての青森県内に住む方の

ブログをちょっとご紹介させていただきます。除

雪車が通った後、自宅の前にちょっとした雪の山

ができて、それを片づけないと車が出られないの

で、往来妨害罪で訴えることができないのかとい

う少し乱暴な内容のブログを見つけました。さま

ざまなニーズがあるのだなと感心いたしました

が、さてお話は戻りまして、行政サービスの一環

として除排雪が適切に行われているという考え方

が市民の皆様に伝わりづらくなってきている今だ

からこそ、ニーズに沿った除排雪を行いながら、

自助除雪に協力をいただきながら財政圧迫を回避

する手だてはないのか、知恵を出し合い、市民の

皆様が不便な思いをなるべくしないようなベース

ラインの基本理念を改めて考えて、この場で議論

させていただければと考えております。

以上を踏まえまして、質問の要旨（１ 、財政）

を圧迫しないための創意工夫について （２ 、、 ）

市内各小・中学校の通学路除雪状況について、

（３ 、国道、県道、市道、それぞれの除排雪連）

携についてをお伺いいたします。

続きまして、質問事項２、市民総合体育館建設

についてをお伺いいたします。去る11月12日に、

民生福祉常任委員会において新潟県妙高市に行政

視察に行かせていただきました。先般の一般質問

の際に佐賀議員がおっしゃったことに補足いたし

まして、妙高市総合体育館建設に際し、妙高市の

取り組みをご紹介させていただきます。

工事基本計画開始は平成21年12月７日から、パ

ブリックコメントや妙高市スポーツ振興審議会を

経てさまざまな意見を酌み、本体工事を平成23年

８月４日から着工、そして事業開始を平成25年７

月８日という５年もたたない経過で妙高市総合体

育館が建設されました。本体総事業費は22億

1,261万7,000円、うち本体工事に関しては17億

5,581万円という少ない経費の中で、サブアリー

ナは設置せず、要望の多かった武道場を建物の４

階に配置するなど工夫を凝らしたつくりとなって

おり、地下を含む５階建ての施設は、一見事業費

が莫大にかかった施設に見える割には大変抑えら

れて驚くばかりでございました。

さて、当むつ市も約１年前、青天のへきれきの

ように市民体育館が耐震審査において閉鎖を余儀

なくされました。市民の皆様が心待ちにしている

市民総合体育館を早期に実現し、長い間愛される

体育館施設を建設することを望みまして、質問の

要旨（１ 、市民から寄せられた意見に対してど）

ういった対応を行っていくのか （２ 、現状で、 ）

の進捗状況と計画についての２点をお伺いいたし
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ます。

続きまして、質問事項３、燧岳地熱発電所建設

についてをお伺いいたします。こちらも去る11月

５日から７日まで、鹿児島県霧島市と鹿児島県指

宿市に地熱発電所に関して視察でお伺いした内容

を踏まえまして、ご質問させていただきます。

鹿児島県霧島市にあります大霧地熱発電所は、

1973年に初めてのポテンシャル調査を行いまし

て、約23年後に操業開始ということでございまし

た。一方で当むつ市においては、霧島市が初めて

調査を開始した1973年から３年後の1976年に初め

ての調査を行い、９年間をかけて地熱発電が可能

なポテンシャルがあるというお墨つきを新エネル

ギー・産業技術総合開発機構、通称ＮＥＤＯの結

果で確認されておりましたが、片や霧島市は操業

開始、片やむつ市はなかなか着工に踏み切れなか

った経緯がございます。同僚議員の皆様方が大い

に進めるべきだとのご意見を一般質問で述べられ

ているように、私も大いに賛同する議員の一人で

ございます。これからスピードを上げて燧岳地熱

発電所操業に向けた理解促進を促す議論を活発に

、 （ ）、していくことを踏まえまして 質問の要旨 １

進捗状況と今後の計画について （２ 、地産地、 ）

消エネルギーという観点から考えるむつ市の未来

についてをお伺いいたします。

以上、３項目７点について一般質問をさせてい

ただきます。市長並びに理事者の皆様方には、傍

聴に来ていただいている市民の皆様方、またエフ

エムアジュールをお聞きの市民の皆様に明瞭かつ

簡潔なご答弁をよろしくお願いいたします。

以上、壇上からの質問を終わらせていただきま

す。

〇議長（山本留義） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 上路議員のご質問にお答え

いたします。

質問事項の１点目、除排雪及び除排雪経費に関

しましては、担当部長から答弁をさせていただき

ます。

次に、市民総合体育館建設についてのご質問に

お答えいたします。ご質問の１点目、市民から寄

せられた意見に対し、どういった対応を行ってい

くのかについてでありますが、平成23年度に実施

いたしましたスポーツ推進計画策定のための市民

アンケート調査において、必要なスポーツ施設と

して総合体育館という多くの回答をいただいてお

ります。また、スポーツ施設整備計画の策定に当

たり実施いたしましたパブリックコメントの意見

においては、新たに武道場を設置してほしいとの

意見もいただいております。さらには、各種競技

大会にお招きいただいた折には、競技団体からさ

まざまなご意見を伺っているところであり、これ

らの貴重なご意見を可能な限り新たな体育館の基

本構想に反映させ、早い機会に皆様にお示しでき

るよう努めてまいりたいと考えております。

次に、ご質問の２点目、現状での進捗状況と計

画についてであります。これについては、佐賀議

員の一般質問に対する回答と重複することになり

ますが、12月１日付でむつ市体育協会から新体育

、 、館建設について 競技種目に対応した面積の確保

、 、柔剣道場及び弓道場の併設 サブアリーナの併設

ギャラリー及び乳幼児室の併設の要望をいただい

ており、これらの要望を反映させた構想づくりを

進めていきたいと考えております。

建設時期についてでありますが、中長期的な事

業との調整、ひいては財源の見通しも無視できな

いことから、現時点では明確にお示しすることは

できませんが、新体育館の建設については、極力

財源効率のよい建設プランを踏まえ、早い時期に

着手したいと考えておりますので、ご理解を賜り

たいと存じます。

次に、燧岳地熱発電所建設についてのご質問の
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１点目、進捗状況と今後の計画については、担当

部長から説明いたします。

次に、ご質問の２点目、地産地消のエネルギー

という観点から考えるむつ市の未来についてであ

りますが、石田議員のご質問にもお答えしました

が、当市においても、まずは小規模な発電事業か

ら始め、民間事業者なども巻き込みながら、さま

ざまな事業へと成長させていきたいというふうに

考えております。

具体的には、発電後の熱水、温水を利用した温

泉施設、ハウス栽培、養殖場など、農業、漁業分

野における地場産業の育成、暖房用としての家庭

への温水供給、幹線道路の融雪などに加え、地熱

発電所自体も観光資源として活用することによる

交流人口の増大にも期待できるものと考えており

ますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（山本留義） 建設部長。

〇建設部長（鏡谷 晃） 上路議員の除排雪及び除

排雪経費に関してのご質問にお答えいたします。

、 、まず 除排雪及び除排雪経費に関しての１点目

財政を圧迫しないための創意工夫についてであり

ますが、除雪の出動基準は、降雪量が10センチ以

上、または積雪状況及び気象通報等により降雪が

続くと予想される場合、あるいは地吹雪等で交通

に支障を及ぼすと判断される場合としております

が、市の除雪区域は広範囲に及ぶため、地域によ

って降雪状況が違う場合もありますので、その日

の降雪状況を総合的に判断したうえで出動するこ

とといたしております。

また、近年住宅化が進み、排雪する回数が増大

していることから、小形ロータリ車等の購入や各

地域に雪堆積場を確保し、さらに除排雪技術講習

会を開催し、除雪オペレーターの技術の向上にも

積極的に取り組み、適切な除排雪を図りながら、

経費節減に努力しているところであります。

次に、２点目の市内各小・中学校の通学路除排

雪状況についてでありますが、幹線道路等の除雪

終了後に、道路状況や積雪状況を調査し、通学路

にかかわる歩道除雪や排雪作業を実施することと

しており、小形ロータリ除雪車等を活用し、通学

路の確保に取り組んでおります。

また、歩道除雪につきましては、青森県とむつ

市が所有している貸し出し用小型除雪機を活用

し、町内会など地域の方々と協働で実施しており

ます。

３点目の国道、県道、市道それぞれの除排雪連

携についてでありますが、平成24年２月１日から

２日にかけての暴風雪により、下北地域の国県道

が通行どめになったことを踏まえ、緊急時におけ

る除雪連携の覚書を下北地域県民局との間で取り

交わしており、緊急時には、まず国県道の除雪を

連携して行い、順次市道幹線から生活道路に移行

していくこととしたところであります。また、今

年度も国道279号の野辺地から大曲３差路区間に

おいて青森県が導入している交通障害予測システ

ムの情報伝達訓練を実施し、気象予測や現地から

の情報をもとに、除雪や交通規制を行う手順など

を確認し、緊急時に備えておりますので、ご理解

賜りたいと存じます。

〇議長（山本留義） 総務政策部長。

〇総務政策部長（伊藤道郎） 燧岳地熱発電所建設

についての進捗状況と今後の計画についてでござ

います。今年度は、弘前大学北日本新エネルギー

研究所のご協力をいただきながら、市が主体とな

って経済産業省の補助金を活用して、地熱開発へ

の理解促進を図る事業を進めているところでござ

います。この事業では、同じく地熱開発を予定し

ている青森市及び弘前市と合同で地熱先進国のア

イスランドを視察したほか、先月には多くの市議

会議員を初め燧岳周辺の町内会、薬研温泉の事業

者、産業関連団体等の皆様で国内地熱発電所等を

視察しております。
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また、先月25日には、地熱資源の調査開発を加

速させるため、むつ市燧岳周辺地熱開発研究会を

立ち上げまして、引き続き開催した講演会には多

くの市民の皆様にご参加いただいたところでござ

います。

今後は、地熱開発にかかわる情報提供として、

市の広報紙にも特集記事を掲載し、理解促進に努

めることとしております。この理解促進事業につ

きましては、平成27年度も国の補助金を活用して

研究会の開催、あるいは可能であれば先進地視察

なども含め、取り組んでいきたいと考えておりま

す。

また、平成27年度以降は、燧岳周辺のむつ市の

区域内において、独立行政法人石油天然ガス・金

属鉱物資源機構、通称ＪＯＧＭＥＣと申しますけ

れども、この助成金を活用して地表調査や地下探

、 、査調査など いわゆるポテンシャル調査も実施し

このポテンシャル調査の結果を踏まえまして、地

質構造を把握するための掘削調査、評価へと展開

してまいりたいと考えております。

ＪＯＧＭＥＣの事業は、助成対象団体を民間企

業、地元の事業者、自治体などとしておりますけ

れども、当面はむつ市が主体となって取り組んで

いくこととしており、その後については関係機関

で調整を図りながら、開発規模に応じた環境アセ

スメントを実施し、建設へと進んでいくこととな

ります。

また、実際の開発段階における事業主体につい

ては、官民の連携する方法や民間が主体となる方

法などございますので、今後研究してまいりたい

と考えております。

地熱発電事業は、調査から建設、操業に至るま

でには、規模にもよりますけれども、一般的には

10年程度、あるいは10年を超える期間を要するも

のでございまして、現在弘前大学北日本新エネル

ギー研究所では、地熱開発の長いリードタイムを

短縮するための迅速地熱探査法の研究開発に取り

組んでおりますことから、その成果が待たれると

ころでございます。

以上でございます。

〇議長（山本留義） 21番。

〇21番（上路德昭） 詳しいご答弁、大変ありがと

うございました。通告順に従いまして、何点か再

質問をさせていただきます。

まず、財政を圧迫しないための創意工夫につい

て再質問をさせていただきます。2014年も始まっ

て早々の２月14日から16日まで、関東甲信越地方

を中心に、観測史上第１位を更新する豪雪被害が

ありました。また、先週にかけても大規模に発達

した低気圧による影響で、徳島県を中心とする日

本海側が豪雪被害に見舞われているという現状で

あります。幸いにも当むつ市には、大きい被害は

ありませんでしたが、ここ数年、一晩から数日に

かけての豪雪被害というのが全国各地で多発して

おります。爆弾低気圧ともよく言われております

が、メディアのお天気情報等で聞かれることが多

くなりました。

こういった事例から、2012年２月１日に起きた

豪雪被害を再度検証し、しっかりとした対応をし

ていかなければと思っております。

現在行っている除排雪事業から一歩進んだ市民

サービスが必要だと感じており、青森市の事例と

いたしましては、青森市都市整備部道路維持課に

おいて、ＧＰＳ端末を活用した幹線道路の除排雪

状況を市のホームページにおいて公表し、完了路

線やこれからの除排雪予定の情報を随時更新して

いる取り組みを行っております。

除排雪業者様にも保有するドーザーやホイルロ

ーダー、ダンプ等の保有限度というものがありま

す。あわせて職員の削減や市民ニーズの多様化や

高度化に対応するために、効率的かつ効果的な除

排雪を進めていくことが必要だと思っておりま
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す。市民の皆様は、まだ除雪が来ないのかという

ことが一番の不安を与えていることになりますの

、 、で 少しでもこういった取り組みが安心感を与え

今現在しっかりと除雪を行っているという行政側

のアピールも含めまして、このようなよい事例を

積極的に採用するべきと考えますが、どのように

お考えでしょうか。

〇議長（山本留義） 建設部長。

〇建設部長（鏡谷 晃） ご指摘に関しては、もっ

ともだと思っておりまして、我々も青森市の事例

等を参考に研究してまいりたいと考えております

ので、ご理解賜りたいと存じます。

〇議長（山本留義） 21番。

〇21番（上路德昭） ありがとうございます。先般

の一般質問におきまして岡崎議員がおっしゃっ

た、大平岸壁にあれだけの雪があれば何かに利用

できるのではないかという思いは私も同感してい

る部分でございます。雪を貯蔵し、冷蔵に使用す

るという氷冷熱エネルギー、これは室蘭工業大学

の教授が平成13年に発表しました資料を参考に低

温倉庫、雪冷房マンション、個人住宅冷房等々が

先進事例としてありますが、イニシャルコストや

ランニングコスト、トータルコストを考えれば、

まだまだ発展途上の段階ではあります。当むつ市

に置きかえて、コストの面で雪捨て場が近くにあ

る克雪ドームの夏場の冷房としての使用等も考え

てもいいのではないかと考えております。私もた

びたび克雪ドームを利用するのですが、夏場は本

当に暑いです。あの施設を快適に利用していただ

くために、ドームの利用料から一部の徴収を行え

ば、市側の財政負担も少しは浮いて、貯蔵庫建設

の際の減価償却も早く行えると考えております

が、いかがでしょうか。

〇議長（山本留義） 建設部長。

〇建設部長（鏡谷 晃） ドームに関しましては、

確かに冷房装置はなく、冬期間の頂部の降雪被害

を防ぐための熱利用は少しあるわけなのですが、

夏場の冷房に関しては、特に換気回数で対応して

いる程度で、現在のところないということも事実

です。

あと、貯蔵施設に関しましては、多額のイニシ

ャルコストを要することから、これについてもそ

ういう取り組みを積極的にやるということになれ

ば、綿密なコスト計算をしたうえで検討していか

ざるを得ないものと考えております。

〇議長（山本留義） 21番。

〇21番（上路德昭） 財政を圧迫しないための創意

、 、工夫についてという点に加えて さらにもう一点

雪を生かした企業誘致ということもできると思い

ます。先般の冷房のほかに、先ほど質問した冷房

のほかに、サーバーの冷熱管理ということにも雪

利用ということでできます。ということで、青森

県が2013年２月にデータセンターの地方分散を進

める提言という発表をいたしております。都会の

大規模データセンターを地方に移す流れがここ近

年あります。企業誘致の仕掛け方も、工夫を凝ら

したイニシャルコストを安く抑えられる施設を大

企業は探しております。そういった雪を利用した

施設の必要性とともに、地球に優しいというフレ

ーズが利用するユーザーに好印象を受ける時代と

なっております。例えば夏場のサーバーの管理に

冷房を必要とする場合の氷冷熱エネルギーという

のが効率性の高い除雪、そのまま除雪を行った雪

を再利用ということでできると思っております。

私も使っているインターネットサーバーは大阪府

の本社であり、東京支社もあるのですが、データ

センターそのものは北海道の千歳市にあるとい

う、一般的に考えれば会社の編成はちょっとおか

しくなってはいるのですが、そういったサーバー

管理に関しては、１年を通して冷涼な気候である

場所に建てるということが安心ですといったコマ

ーシャルでうたっております。
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そうしたデータセンターを持っていることが企

業の一つの武器ともなりますし、むつ市企業誘致

優遇制度の中にも大平工業団地が入っております

ので、そういった企業が目を向けていただけるの

であれば、氷冷熱エネルギーを活用したデータセ

ンターを市側が優遇しますというのも一つのいい

取り組みだと思いますが、いかがでしょうか。

〇議長（山本留義） 経済部長。

〇経済部長（浜田一之） ご質問にお答えいたしま

す。

この氷冷熱エネルギーを利用しての冷房等につ

きましては、確かにデータセンター等のサーバー

管理という部分においては、大変利用価値がある

ものと考えております。我々といたしましては、

企業誘致という部分において、このデータセンタ

ー等の今後雪を利用した企業誘致ということで研

究してまいりたいと考えておりますので、ご理解

賜りたいと存じます。

〇議長（山本留義） 21番。

〇21番（上路德昭） 続きまして、雪捨て場確保に

ついて、ことしは何カ所くらいふえたのか、具体

的にお願いいたします。

〇議長（山本留義） 土木課長。

〇建設部副理事土木課長（下山房雄） 雪捨て場に

関しましては、今年度はふえておりませんけれど

も、平成23年度に１カ所、これはむつ下水浄化セ

ンター内でございますけれども、あと平成24年度

に大湊地区の堆積場、桜木町です。それから、平

成25年度に大湊地区の雪堆積場として城ヶ沢地区

に１カ所購入して用意しております。

以上です。

〇議長（山本留義） 21番。

〇21番（上路德昭） 今年度ふえていないというこ

とで、これは私に限らず、過去にさまざまな議員

の皆様方からご提案申し上げているとおり、市民

の皆様の自助除雪の協力を促したい部分があるの

ですけれども、どうしてもやはり雪捨て場の確保

というのを同時に行っていかなければスムーズに

進まないと思うのです。民有地を活用した雪捨て

場、これもまた参考事例で青森市除排雪事業実施

計画の中から、その民有地を活用した雪捨て場を

ご提供していただける方に対しては固定資産税の

減免措置とか、これは私に限らず昔から言ってい

るのですけれども、ぜひそういったことも長い目

線で見れば、そういう対応をしたほうがよろしい

と思うのですが、いかがでしょうか。

〇議長（山本留義） 建設部長。

〇建設部長（鏡谷 晃） 上路議員ご指摘の民有地

を活用するのも一つの手ではないかというご指摘

だと思いますが、これに関しましては、堆積場が

一時堆積場と最終的な捨て場というふうなことで

分けますと、まず市街地の中で一時堆積場を確保

することが難しくなってきております。これに関

しましては、どうしても気象状況にもよるわけな

のですが、ここ数年の状況を見ますと、出動回数

が増大しているのは、この一時堆積場が確保でき

ていないためというところもございます。ですの

で 排雪費用に関しましては 一般の除雪の1.5倍、 、

から２倍かかっているというふうに我々の感覚と

しては今持っておりますので、一時堆積場、それ

と最終的な捨て場という連携の中で、これからそ

ういう民有地の活用に向けて、減免あるいは軽減

等の措置も研究してまいらなければならないとい

うのは自覚しておりますので、今後の課題とさせ

ていただきたいと思います。

〇議長（山本留義） 21番。

〇21番（上路德昭） 何とか前向きなご検討をよろ

しくお願いいたします。

続きまして、市内小・中学校の通学路除排雪状

況についてをお伺いいたします。これもまた調べ

ているうちに、いい参考事例が青森市にありまし

たので、青森市によりますと、青森市市民ととも
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に進める雪処理に関する条例という条例がござい

ます。こちらの条例の第３条に 「市民は、自主、

的な雪処理に努めるとともに、雪処理に関し互い

に協力し、助け合うものとする」という事項があ

りました。こういった事例を参考にし、当むつ市

においても、国道、県道、市道にまたがり設置す

る事業者側との歩道除雪の協力提携というものを

行ってもいいと思います。歩道沿いに隣接する事

業者に関しては市側と提携を行い、積極的な歩道

の除雪に協力しますという内容のもとで、市側も

広報むつやホームページにおいて、下記の業者は

歩道の除雪に協力しておりますというような企業

側もアピールできるような内容とすれば、お互い

にいい関係が築けると思っております。もちろん

こういうことを言わなくても、もはややっている

意識の高い企業様がいっぱいいるのですが、そう

、 、いったパワーを生かし 行政側が頼る部分は頼り

お願いしていく部分はお願いして、協力していた

だいている企業様にはスポットライトが当たるよ

うな施策を行っていくことが、財政を圧迫しない

ための創意工夫も交えて、小・中学生の通学路の

確保初め市民の皆様方の歩道の確保にもつながっ

てくると思いますが、いかがでしょうか。

〇議長（山本留義） 建設部長。

〇建設部長（鏡谷 晃） ご指摘はごもっともだと

。 、 、思います ですので こういう近隣の業者の協力

あるいは町内会様のご協力、これは現在でもある

程度はなされておりますが、積極的なそういう企

業のＰＲとか、そういう除雪に協力していただい

ています企業ですよとかということに対する積極

的なアピールは現在のところしておりませんの

で、そういうこともあわせて検討してまいりたい

と考えております。

〇議長（山本留義） 21番。

〇21番（上路德昭） 前向きなご検討をよろしくお

願いいたします。

続きまして、除雪機の貸し出しについて再質問

をさせていただきたいと思います。先般の同僚議

員の一般質問において、合計12台と８台の20台が

あるということでしたので、これの貸し出しの方

法をちょっとご確認をしたいのですけれども、ど

ういった方法で貸し出しをされているか、教えて

ください。

〇議長（山本留義） 土木課長。

〇建設部副理事土木課長（下山房雄） お答えいた

します。

県で所有しております機械に関しましては、町

内会等に冬期間通して貸し出ししております。市

が保有しております小型除雪機に関しましては、

広く皆さんに使っていただくという目的で、うち

のほうに申請していただきまして、市街地では３

日、郊外地では４日間貸し出しをすることにして

おります。貸し出し用の軽トラックのほうも、む

つ地区においては用意しておりますので、運搬手

段のない方に関しましては、その車も一緒に貸し

出しして運んでいただいていると、そういう形に

なっています。

以上です。

〇議長（山本留義） 21番。

〇21番（上路德昭） ありがとうございます。町内

会と市役所ということで、３日間から４日間。こ

れ、例えばきょうの段階で、１週間、３日と、例

えば半月先までもう借りている状況が埋まってい

るとなっているときは、市民の皆様方にどういっ

たアナウンスをしておりますでしょうか。

〇議長（山本留義） 土木課長。

〇建設部副理事土木課長（下山房雄） 大体の方が

電話等での確認、広報等では貸し出しについて広

報しているわけなのですけれども、うちのほうで

それ以上の貸し出し状況の広報というのはなされ

ていません。というのは、よほどの豪雪時でなけ

れば、ダブって貸し出しするというようなことが
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なかなかないものですから、あとは電話での問い

合わせ等で貸し出し状況の説明等はして、あいて

いる場合はとりに来ていただくというふうな形に

なっております。

以上です。

〇議長（山本留義） 21番。

〇21番（上路德昭） ありがとうございます。なぜ

このようなことを聞いたかと申しますと、結構市

民の皆様方の自助除雪の意識が高いので、これを

知っている方から、借りたいという方が数名いた

のですけれども、借りられない、あいていないと

いう人がまず100％というか、あいていないので

どうにかして、それができないのですかという声

が大きかったので、こういう質問させていただい

たのですが、あわせてこれからもしふやす場合に

おいては、町内会という先ほどのコミュニティの

貸し出し状況を聞いたので、それにつけ加えさせ

ていただいて、通学路除雪ということに関しての

使用をメーンに考えて、学校に１台とか学校に２

台とかの配置をすれば、借りる側も学校に連絡を

して学校から借りてくるという、もっと違うコミ

ュニティの中での借りる部分が融通がきいてくる

と思いますので、こういった部分、ぜひいかがで

しょうか。

〇議長（山本留義） 教育長。

〇教育長（遠島 進） 各学校に小型除雪機を配備

してということでございますが、現在市内全ての

学校に小型除雪機を配備をしております。したが

いまして、通学時間帯には通路が確保されている

というような状況でございます。

以上でございます。

〇議長（山本留義） 21番。

〇21番（上路德昭） ありがとうございます。

ちなみに、全て配備している状況の中で、やっ

ている方は誰がそれを、除雪機をかけているのか

教えてください。

〇議長（山本留義） 教育部長。

〇教育部長（古川俊子） 学校における除雪に関し

ましては、学校の用務員の方が行っております。

〇議長（山本留義） 21番。

〇21番（上路德昭） 済みません、学校の敷地内で

はなくて、学校に行くまでの例えば通学路の中で

やっているという事例はございますでしょうか。

その学校の除雪機を使って通学路の途中でどこか

危ないよというような通報とかがあったときに、

誰かＰＴＡの方とかにお願いしたりとか、行って

、 。やるとか そういった事例はありますでしょうか

〇議長（山本留義） 教育部長。

〇教育部長（古川俊子） 今現在そういう事例はご

ざいません。ただ、考えられることは、学校のほ

うとＰＴＡの方、地域の方が通学路の除雪をする

ということで学校に依頼をすれば、学校では自分

たちが使用していない時間帯において貸し出しす

ることは可能かと思います。

〇議長（山本留義） 21番。

〇21番（上路德昭） ありがとうございます。これ

の話のきっかけは、とあるＰＴＡの方で、通学路

の除雪に関してなかなかうまくいっていないとい

う問題意識が高い方で、自分でやりたいのですけ

れども、市に電話しても市にはないと言われて、

やっぱり何か機材があればやりたいのですけれど

もというふうな人の話でしたので、ぜひそれは前

向きにアナウンスして、そういうふうな人たちに

協力を仰いでぜひともやっていただきたいと思い

ます。

続きまして、国道、県道、市道、それぞれの除

排雪連携についてお伺いいたします。さまざまな

要望があると思うのですが、これは済みません、

具体的に１点だけお伺いいたしますが、細かい話

でございます。田名部市街地に交わる国道338号

と国道279号の市街地に設置している融雪水の要

望等のご意見というのは、今何かあるかというの
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は把握しておりますでしょうか。

〇議長（山本留義） 土木課長。

〇建設部副理事土木課長（下山房雄） 融雪溝の苦

情ということだと思いますけれども、お答えしま

す。

融雪溝の使用に関しましてよく来るのが、やは

り水の量が違うということです。うちのほうでも

かなり調節はしているのですけれども、場所によ

っては向かい側と違うとか、こちら側にはうまく

流れてこないとか、そういう苦情はございます。

以上です。

〇議長（山本留義） 21番。

〇21番（上路德昭） ありがとうございます。これ

多分さまざまな団体様からとか市民の皆様方の要

望等もあると思っておりますが、夕方時から夜に

かけてはすごいがたがたしている道になっている

というのは、多分行ったことがある人であれば、

車の運転がままならないくらいがたがたになって

いることが多いのですけれども、あれに対しても

とめてくれと言う人もいれば、ずっと流しっ放し

にできないのですかと言う方もいらっしゃったり

とかして、この問題そのものが、今起きているこ

とではなくて、これ私がむつ市に帰ってきた何年

も前から同じことを私も言ってきて、全くそれが

解決できていないという時点で、市民の方々にと

っては道路は道路ですので、要望する必要な箇所

に関しては税金をかけていくということに関して

は、市民の皆様方納得いくと思いますので、いま

一度この対策について、何かありましたらお願い

いたします。

〇議長（山本留義） 建設部長。

〇建設部長（鏡谷 晃） 国県道に関しましては、

下北地域県民局のほうで管理している事案ではあ

りますが、要望等に関しましては、場合によって

は現地調査のうえ、立ち会ってもらいながら、そ

ういうものの解決がどうしたら図れるのかという

検討はしてまいりたいと思います。

〇議長（山本留義） 21番。

〇21番（上路德昭） 何とかよろしくお願いいたし

ます。

先ほどに関連しまして、オペレーター等の講習

等があるとのことで、地域住民との関係性につい

。 、てもお伺いいたします 冒頭に述べましたとおり

ニーズが細か過ぎるかどうかはわかりませんが、

むつ市の除雪に関してもクレーマーがいるとのこ

とを関係者からお伺いしております。そのような

クレーマーに対しての何かそういった対応とか

も、講習会において行われているのでしょうか。

〇議長（山本留義） 土木課長。

〇建設部副理事土木課長（下山房雄） クレーマー

と申しますか、一般市民の方の苦情ですので、さ

まざまなものがあります。先日のご質問にも答え

ておりますけれども、それに対しては、講習会等

でそういう例を挙げまして、一応業者のほうと共

通認識で丁寧な対応をしてもらうということでは

しております。

以上です。

〇議長（山本留義） 21番。

〇21番（上路德昭） ありがとうございます。今シ

ーズンも始まりましたので、何事もなく無事に終

われるようにお天気様にお祈りして、この２点目

の質問を終わらせたいと思います。

続きまして、市民総合体育館建設についてお伺

いいたします。市民から寄せられた意見に対して

どういった対応をしていくかという点と、現状で

の進捗状況と計画についてを平成26年３月、むつ

市スポーツ施設整備計画を参考に再質問させてい

ただきます。むつ市スポーツ施設整備計画におい

ても、むつ地区、大畑地区、川内地区、脇野沢地

区において、断トツの１位で整備してほしいスポ

ーツ施設になっております市総合体育館でありま

すが、そちらのほうに記載されております今まで
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の市民体育館に対する不満点を考慮して、具体的

に何か今こういうことはやっていこうというふう

なものが、決まってある点がありましたら教えて

ください。

〇議長（山本留義） 民生部長。

〇民生部長（松尾秀一） お答えいたします。

まだ正式な形での行政決定というふうなレベル

には至っておりませんけれども、内々ではいろん

な形で検討はしております。その中では、やはり

駐車場が狭い、あるいはいろんな多機能の総合体

育館が欲しい、あるいは先ほどの市長答弁でも申

し上げましたような武道館的なものというふうな

要望が一番強いというふうなことを踏まえまし

て、内々ではラフスケッチ的なものは描いてはお

りますけれども、その要望をいろんな形で受けれ

ば受けるほど非常にボリュームアップするわけで

すので、そこの部分で財源的な部分での逡巡とい

うふうなものが出てまいりますので、そこの部分

でまだまだ行政決定にまで至っていないというふ

うなことでございます。

以上でございます。

〇議長（山本留義） 21番。

〇21番（上路德昭） ありがとうございます。整備

スケジュールというものもこちらのところには書

いておりまして、短期、中期、長期と分かれてお

りまして、恐らく今定例会においては、市長は全

くそれに対しては言わないので、恐らく空白部分

になっている長期の部分、おおよそ平成32年から

平成35年をめどに操業ということがおのずと推測

はされますが、現時点において、一般社団法人ア

リーナスポーツ協議会という団体が2012年に、各

自治体に対しての提言がありますので、ご紹介さ

せていただきます。

妙高市もそうだったのですが、今は、するスポ

ーツと支えるスポーツのほかに見るスポーツとい

う観点を加えて総合体育館を建設してくださいと

いうようなことがあります。これ国の動きも一緒

で、平成24年３月に策定したスポーツ基本計画に

おいて、体育館施設に新たな取り組みとしてプロ

スポーツを招いて観戦を促す内容を盛り込んでく

ださいということがうたわれております。今まで

の総合体育館を建設する場合において、一般的に

はスポーツをするということがメーンで考えられ

ておりますが、もう一点、見るスポーツというよ

うな部分、何もないときはスポーツをする場所と

して、そのほかに音楽ライブや娯楽イベント等も

対応できるというおおよそ観客数は2,000人等が

ベストだと、何かそれの資料の中では言われてお

りますが、そういったことを盛り込むべきだと思

いますが、いかがでしょうか。

〇議長（山本留義） 民生部長。

〇民生部長（松尾秀一） お答えいたします。

確かにいつぞやのこども議会の中ででも、いわ

ゆるプロバスケットボールのｂｊリーグの誘致、

試合の招聘というふうなことのご質問が児童の方

からありました。したがいまして、やはりそうい

う意味では見るスポーツ、あるいはスポーツによ

る地域間交流という観点については当然無視でき

ないというふうに認識しております。

以上でございます。

〇議長（山本留義） 21番。

〇21番（上路德昭） ぜひとも前向きにお願いいた

します。

私も小さいときに市民体育館にプロレスを見に

行った記憶があるのですけれども、そういったイ

ベンターさんも必要なのですけれども、イベンタ

ーさんに対してもすごくこの施設はいいというふ

うに言われるような施設にしていただきたいと思

います。

続きまして、質問事項３、燧岳地熱発電所建設

についてをお伺いいたします。今定例会、同僚議

員の皆様方からたくさんの大いに進めてほしいと
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いう要望がいっぱいありましたが、私もその一人

でありまして、早期建設にこぎ着けていただきた

いという思いがあります。このエネルギー、新し

いエネルギー、こちらに対しての二次利用、先ほ

ど副市長がおっしゃっていらっしゃいましたカス

ケード利用に関しての今の時点での具体的な何か

施策というものを考えていらっしゃるかお知らせ

ください。

〇議長（山本留義） 総務政策部長。

〇総務政策部長（伊藤道郎） 二次利用について、

何か具体的なものを考えているかというようなこ

とでございますけれども、来年度以降、ポテンシ

ャル調査等に入りますので、それらのぐあいを見

ながらでないと、今の段階では具体的にこういう

ものということは申し上げられない状況にござい

ます。

〇議長（山本留義） 21番。

〇21番（上路德昭） ありがとうございます。こち

らもきのう市長がおっしゃっておりましたとお

り、ＰＤＣＡサイクルということをおっしゃって

おりましたので、早い段階で指針等やそういうふ

うな計画を進めていっていただければと願いまし

て、私の一般質問を終わります。ありがとうござ

いました。

〇議長（山本留義） これで、上路德昭議員の質問

を終わります。

ここで、昼食のため午後１時まで休憩いたしま

す。

午前１１時５０分 休憩

午後 １時００分 再開

〇議長（山本留義） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎横垣成年議員

〇議長（山本留義） 次は、横垣成年議員の登壇を

求めます。２番横垣成年議員。

（２番 横垣成年議員登壇）

〇２番（横垣成年） 日本共産党の横垣成年です。

むつ市議会第222回定例会に当たり一般質問を行

います。市長初め理事者におかれましては、前向

きのご答弁、よろしくお願いをいたします。

さて、通常でも忙しい師走が総選挙と重なり、

さらに忙しい師走となりました。五十嵐仁氏は自

身のブログで、日本は今後次のようになると予想

していました。第１に、増税とインフレにより三

つ子の赤字、財政赤字、貿易赤字、家計の赤字が

ふえて経済は破綻し、国民生活は破壊される。加

えてＴＰＰ環太平洋経済連携協定参加で輸入農産

物の関税撤廃などによって農業と食料、金融や保

険、医療などや中小業者の営業などが危機にさら

される。川内原発は再稼働され、原発の輸出など

も進み、高濃度放射性廃棄物、核のごみが蓄積さ

れていく。年金社会保障サービスの切り下げ、利

用者の負担増も進行することになる。教育への政

治介入がさらに強まり、愛国心教育、道徳教育な

どによって子供の歴史認識がゆがみ、周辺諸国と

の関係は悪化し、国際的な孤立化が深まることに

なる。マスコミへの支配や統制も一層強まり、秘

密保護法の施行などで国民の知る権利が侵害され

る。第２に、規制緩和によって労働法制が改悪さ

れる。第３に、安倍首相の言う積極的平和主義に

よる平和の危機が訪れるなどと予想しておりまし

。 。た 悪いことだらけのオンパレードでございます

私も五十嵐氏と同様の方向に行くだろうとは思

っておりますが、五十嵐氏ほどの悲観的な考えは

。 、ございません いろんなアンケート結果を見ると

日本人の意識の変化や民主的な感覚の前進は目を

見はるものがございます。ＮＨＫの調査ですが、

川内原発稼働については、地元調査では賛成が少

し上回っていますが、全国調査では賛成が32％、
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反対が57％と反対が倍近くであります。集団的自

衛権の憲法解釈変更については 「評価する」は、

37.6％ 「評価しない」は54％と、これも「評価、

しない」が大きく上回っております。憲法を改正

する必要については、昨年４月の調査では 「必、

要あり」は41.6％ 「必要ない」は16％と憲法改、

正が必要であるとした人は倍以上でしたが、こと

しの４月の調査では 「必要あり」は28.4％ 「必、 、

要ない」は26.2％とほぼ拮抗してきました。２割

から３割の支持でも、小選挙区制というフィルタ

ーをかければ８割以上の議席を獲得するという今

の民意を反映していない選挙制度、これからは日

本の民主主義を意識が高くなっている国民を無視

した政治を行うことは無理であります。日本の未

来を切り開く選挙結果となることを願い一般質問

に入ります。

質問の１点目、市の財政についてであります。

まず、現在の財政状況についてですが、どのよう

な状況になっているのでしょうか、お聞きをいた

します。

次に、今後の財政についてです。合併後11年目

から普通地方交付税が減らされることになってお

り、むつ市は来年から普通地方交付税が減らされ

ることになります。交付税の減額の一方、少子高

齢化の進行などで行政サービスへの住民要求は日

増しに高くなっているところであります。他自治

体では、行政改革を進め、交付税の減額に備え、

財政調整基金を積み立てるなどの対策をとってい

るようでありますが、むつ市は普通地方交付税減

額への対策はとってあるのでしょうか、お聞きを

いたします。

また、むつ市は、今後の中長期の財政計画をつ

くり、議員初め職員、市民に財政計画を公開すべ

きではないでしょうか。情報を公開することによ

り、より確かな財政計画となります。お聞きをい

たします。

追加ですが、財政が厳しいからとして原発交付

金に頼る考えは持つべきではありません。原発交

付金依存の歪んだ財政構造を解消する努力もあわ

せてしなければなりません。また、職員の給与カ

ットも安易にするべきではありません。市長のお

考えをお聞きいたします。

質問の２点目、旧庁舎、市民体育館の跡地につ

いてでございます。ＲＦＳ社、リサイクル燃料貯

蔵株式会社への貸し付けはせず、むつ総合病院の

駐車場や新病棟建設などを視野に入れた有効利活

用についてでございます。旧庁舎、市民体育館跡

地は、現在どのような利活用の計画となっている

のかお聞きします。また、むつ総合病院への貸し

付けなどは検討したのでしょうか。むつ総合病院

の新病棟建設を視野に入れた場合、大変利用勝手

のよい土地であるとの市民の声があります。お聞

きをいたします。

質問の３点目、原子力の諸問題についてであり

ます。原発がとまって１年２カ月が過ぎました。

原発がないと電力が不足するとキャンペーンを張

っていた方は、今どうしているのでしょうか。全

く電気不足の心配はありません。しかも、日本人

はすばらしいもので、福島の原発事故から節電を

進め、789億キロワット時を節電しました。100万

キロワット時、稼働率７割の原発13基分でありま

す。すごいものであります。

片やおかしな現象も起きております。電力会社

が再生可能エネルギーの買い取りを拒否するとい

う現象です。再生可能エネルギーが必要な電気以

上にふえて困るというものであります。本来は、

純国産のエネルギーである再生可能エネルギーが

ふえたら喜ばないといけないことではないのでし

ょうか。それを困るというこの現象。

ＦＩＴ買取制度が始まり、2013年の年間発電量

は181億キロワット時、原発３基分の電気が生ま

れました。それでも総発電量に占める割合はたっ
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たの2.5％です。再生可能エネルギーの比率は全

。 、然低い状況です 原発を動かしたいという思いが

この問題に対する国の対応を鈍らせているのでは

ないでしょうか。ドイツを見ればわかるように、

原発から手を引く決断をしてこそ、再生可能エネ

ルギーの爆発的普及となるものであります。

さて、新規制基準についてでありますが、現在

10社13原発20基が新規制基準の適合性審査を申請

し、７月16日、川内原発が福島原発事故後初めて

合格をいたしました。さて、その新規制基準につ

いてですが、安全は担保されていない、世界一厳

しい基準でないという意見が多くあり、私もそう

思いますが、その新規制基準は安全が担保された

ものとなっているのか、また世界一厳しい基準と

言うが、本当に世界一厳しいのか、市長の考えを

お聞きしたいと思います。

次に、むつ市にある使用済燃料中間貯蔵施設と

密接に絡んでいる六ヶ所村の再処理工場とプルサ

ーマル計画についてですが、この六ヶ所村とプル

サーマル計画が不透明な状態であるなら、中間貯

蔵施設の操業は許可すべきではありません。その

六ヶ所村の再処理工場の審査はどういう状況にあ

るのでしょうか。また、使用済燃料中間貯蔵施設

と密接に絡んでいるプルサーマル計画は順調に進

む状況なのかどうかをお聞きいたします。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（山本留義） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 横垣議員のご質問にお答え

いたします。

市の財政についてのご質問の１点目、現在の財

政状況につきましては、担当部長から答弁いたし

ます。

次に、ご質問の２点目、今後の財政についてで

ありますが、少子高齢化に伴う市税収入の伸び悩

み、普通交付税の合併特例措置の段階的減少、除

排雪経費の高どまり、下北医療センター診療所の

不良債務の解消、むつ総合病院に対する債務負担

行為の履行、国民健康保険特別会計の累積赤字解

消のための法定外繰り出し等、市の財政運営に大

きな影響を及ぼす要因がふえつつある現状を踏ま

え、こうしたことにしっかりと対応するための財

政計画を策定していかなければならないことは、

これまでも議員各位からご指摘のあったところで

あり、私も十分認識いたしております。

現在平成27年度の予算編成作業を進めていると

ころでありますが、これと並行しながら、庁内に

設置している政策調整会議において、今後の財政

健全化対策として内部経費の削減、既存事務事業

の徹底的な見直し、予定されている普通建設事業

費の精査等を行うとともに、決して本意ではない

ものの、健全化の道筋が見通せるまでの当面の対

策として特別職職員の給与及び職員の管理職手当

の削減を加味しつつ、一定の市民サービスを維持

するうえで重要な財源となっている電源立地地域

対策交付金の有効活用を継続することとした財政

見通しの策定にも着手しており、早ければ来年中

に何らかの形でお示ししたいものと考えておりま

す。

いずれにいたしましても、横垣議員ご指摘の電

源立地地域対策交付金につきましては、法に基づ

いて交付されるものでありますことから、有効な

活用を図ることに意を用いておりますものの、こ

れに依存しようという考えは毛頭なく、あくまで

も歳入確保の一環であります。

また、特別職職員の給与及び職員の管理職手当

の削減につきましても、決して安易に考えている

わけではなく、現在取り組んでおります財政健全

化対策におきましては、市民の皆様にご不便をお

かけする事案が生じる可能性もあることから、財

源対策に一応のめどがつくまでの間、ともに痛み

を分かち合うといった意味においてやむを得ない
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対応であると考えておりますので、ご理解を賜り

たいと存じます。

次に、旧庁舎、市民体育館跡地についてのご質

問にお答えいたします。まず１点目の旧庁舎、市

民体育館跡地の利活用計画についてであります

が、旧庁舎跡地の利活用については、平成25年３

月のむつ市議会第215回定例会において前市長が

行政報告を行い、ご説明申し上げるとともに、同

定例会における横垣議員の一般質問に対してもお

答えしているところでありますが、その後は行政

報告でご説明した利活用計画に従い、それぞれの

事業を進めてきたところでありますので、その現

状についてご説明を申し上げます。

まず、旧北庁舎につきましては、改修後の平成

25年７月より文化財収蔵庫として運用が始まって

おり、旧東庁舎につきましては、来年４月の（仮

称）キッズパーク開設に向けて現在改修工事が行

われているところであります。

次に、旧情報センター及び旧南庁舎部分につき

ましては、平成25年８月より一部事務組合下北医

療センターに無償貸与し、既に研修医住宅が建設

され、運用が始まっております。

また、リサイクル燃料貯蔵株式会社への貸し付

け予定部分につきましては、まだ賃貸借契約の締

結には至っていないものの、契約内容等について

は既に両者間である程度の協議を行っております

ので、今後環境が整い次第手続が進められるもの

と考えております。

さらに、南西側の道路に面した部分につきまし

ては、下北文化会館で大きなイベントがあった場

合の臨時的な駐車場や、むつ総合病院職員の駐車

場としても現在利用されているものであります。

なお、リサイクル燃料貯蔵株式会社への貸し付

けにつきましては、大規模災害発生の際の交通障

害のリスクを低減するとともに、市役所や防災治

安等の各行政機関と近接していること等を検討し

た結果、旧庁舎跡地が最適地であるとの判断に至

ったものであり、さらに有償貸し付けにより財産

の有効活用が図られることなども考慮したところ

でありますので、ご理解を賜りたいと存じます。

次に、２点目のむつ総合病院への貸し付けの検

討につきましては、むつ総合病院の新病棟建設を

視野に入れ、一部協議、検討を指示しているとこ

、 。ろでありますので ご理解を賜りたいと存じます

次に、原子力に関連するご質問についてであり

ます。実用発電用原子炉に係る新規制基準につい

、 、ては 平成25年７月８日に施行されておりますが

この基準では福島第一原子力発電所の事故の教訓

等を踏まえ、また国際原子力機関ＩＡＥＡや世界

各国の規制の状況を参考にしながら、日本の厳し

い自然条件である地震、津波等の防護対策や重大

事故対策を強化するなど、安全確保を厳しく求め

たものと認識しております。

この新規制基準については、エネルギー基本計

、 、画において 世界で最も厳しい水準とされており

内閣総理大臣や原子力規制委員会委員長も同様の

見解を示しております。また、原子力施設の安全

確保を図るためには、関係法令に基づき一元的に

安全規制をつかさどる原子力規制委員会がその役

割を果たすものと認識しておりますし、エネルギ

ー基本計画においても、原子力発電に伴う事故の

リスクを最小限にするための万全の対策を講じ、

万が一事故が起きた場合には国が責任を持って対

処することとされております。

核燃料施設等の新規制基準については、平成

25年12月８日に施行され、日本原燃株式会社では

六ヶ所原子燃料サイクル施設に係る新規制基準へ

の適合性確認の審査を受けるため、平成26年１月

７日に原子力規制委員会に対して申請を行い、審

査を受けているとのことであります。当市の使用

済燃料中間貯蔵施設については、六ヶ所村の再処

理工場と同様に核燃料サイクル政策に位置づけら
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れており、来年３月の操業を目指して、ことしの

１月15日から原子力規制委員会の厳格な安全審査

を受けておりますが、審査状況等を勘案し、工程

の見直しの検討に入っているとのことでありま

す。

いずれにいたしましても、国のエネルギー基本

計画において、安全確保を大前提にプルサーマル

の推進、再処理工場や中間貯蔵施設の竣工を進め

ることとされておりますので、核燃料サイクル政

策は着実に進むものと認識しております。

〇議長（山本留義） 財務部長。

〇財務部長（石野 了） 市の財政についてのご質

問の１点目、現在の財政状況についてお答えいた

します。

議員ご承知のとおり、平成25年度の一般会計決

算におきましては、市民の皆様初め議員各位のご

協力により、実質収支で約３億2,000万円の黒字

を確保することができましたが、単年度収支では

約１億円の赤字決算となったところであります。

また、現時点での平成26年度の決算見込みにつき

ましては、普通交付税が当初予算比で約１億

8,000万円という大幅な減収見込みとなったこと

に加え、３月に交付額が確定します特別交付税に

おきましても、西日本を中心とした風水害の影響

等により、億単位の大幅な減額が懸念されますこ

とから、特に今冬の除排雪にここ数年並みの経費

が必要となった場合、再び赤字団体に転落する可

能性も否定できない逼迫した状況にあるものと認

識いたしております。

今後におきましても、本市歳入の約３割を占め

ている普通交付税が平成32年度まで段階的に減少

していくこととなり、平成32年度には単年度当た

り約10億円を超える大幅な減額が想定され、累積

では約37億2,000万円の一般財源が失われる見通

しとなっております。

さらに、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少

と老年人口の増加により、自主財源の根幹となる

税収の減少や社会保障費の増加が予想されるとと

もに、東日本大震災以降、特に関心の高まってい

る大規模災害への対応、老朽化した公共施設への

維持管理のほか、先ほど市長が申し上げました下

北医療センター診療所の不良債務、むつ総合病院

に対する債務負担行為、国民健康保険特別会計の

累積赤字等々、もろもろの課題が山積しておりま

すことから、このままの財政運営を続けた場合、

平成27年度には赤字団体に転落し、平成32年度に

は約26億円の累積赤字が生じる危機的な状況にな

るものと予測しております。

したがいまして、このような状況にありますこ

とから、歳入の確保に努めるともに、入札等にお

ける執行残の留保や時間外勤務の抑制等、歳出の

縮減に向けた取り組みに努めているところであり

ますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（山本留義） ２番。

〇２番（横垣成年） 財政の問題を再質問させてい

ただきます。

本当に大変厳しい状況だという説明がありまし

た そこでお聞きしたいのですが さきの平成25年。 、

度の決算で、健全化判断比率報告書というところ

で、実質公債費比率が17.8、将来負担比率が

204.3ということが出ておりますが、こういう数

値が示されて、毎年数値がそれなりに改善されて

きていたので、問題はだんだん少なくなっていた

のかなというふうに私は捉えていたのです。とこ

ろが、今こういう説明を受けたり、そしてまた予

算編成方針についてという依命通達ですか、こう

いう中身を見ると、全然改善していなくて、逆に

悪化していくという方向の文書を見て、大変びっ

くりしているのですが、そういう意味では私たち

議員のほうに計画というものがほとんど示されて

いないがために、私のようなこういう誤解が発生

したのではないかなと思うのです。そういう意味
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では、本当に計画をきちんと示してもらえれば、

こういう誤解がないなというふうに思います。

そこでちょっとお聞きしたいのですが、実質公

債費比率とか将来負担比率、これは例えば全国の

市の他の自治体と比べて大体どういう番付にある

ような数値なのか、これつかんでいたら教えてい

ただければなというふうに思います。

〇議長（山本留義） 財務部長。

〇財務部長（石野 了） お答えいたします。

全国の状況ということでございますけれども、

一般的に実質公債費比率につきましては10％、こ

れを切るような状況、ある程度１桁台というふう

な数字が適正な財政状況であるというふうに考え

ております。

また、将来負担比率につきましてもおおむね

100％前後、これら目標としたという形で、全国

的にはその辺の数字をめどとして財政対策を練っ

ているというふうに認識しております。

以上です。

〇議長（山本留義） ２番。

〇２番（横垣成年） そういう意味で、大変悪い状

況がわかったということでありますが、これちょ

っと資料が古いのでありますけれども、平成23年

度の資料で総務省が出した速報値、790市で比較

した場合、むつ市の将来負担比率が当時224.2％

で、全国ワースト13番目という状況であります。

そういう意味では、こういうところもやはり我々

議員に、それこそ市民にもきっちり公開するとい

うのが本当に大事だなというふうに思うのです。

そこのところの市長のお考えを聞きたいのです

が、一応壇上ではそれなりに来年ですか、計画を

示していきたいというふうな答弁でありましたけ

れども、再度。こういう今のような誤解を私は持

っていたのです。数字がだんだんいい方向になっ

ていたから改善しているなと思ったのですが、改

善しているのは、それこそ本当に全国でも悪い状

況からちょこっとだけ改善したという状況だとい

うことなのです。こういうことも含めて、それこ

そ情報公開、昨日の議会でもそういうのをかなり

強調しましたが、そういう意味では情報公開をし

っかりしてもらいたいと思うのですが、そこの市

長の考え方をお聞きしたいと。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

財政状況に関しての情報公開ということであり

ますけれども、まず予算、これは単年度主義が原

則であります。単年度ごとにこの場で議論してい

ただいて、それを決定していくということだとい

うふうに思っています。そのことについては、あ

らゆる場面を通じて我々も公表しているというの

がまず１つ。

それから、先ほどお示しいただいた今のランキ

ングですか、実質公債費比率等のランキングにつ

、 。いても これは公表されている資料でございます

ただ、一方で我々といたしましても、予想外の減

収、これが我々の財政に悪影響を及ぼしていると

いうことであります。これからさまざまな部分で

市民の皆様にご負担をおかけすることになってい

くということでありますので、先ほど冒頭に述べ

ましたとおり、中長期的な財政の運営方針につい

て、来年度中にその見通しを示していきたいと、

そのように考えております。

〇議長（山本留義） ２番。

〇２番（横垣成年） ぜひ期待しておりますから、

お願いしたいと思います。

それと、ちょっと確認したいのですが、むつ市

の財政状況が悪いということで、宮下市長も市長

に就任するに当たって大変びっくりされたかなと

は何か想像されるのでありますが、逆にまたやり

がいがあるというふうにも考えてもらって、ぜひ

きちんとした健全財政をつくってもらいたいなと

思うのですが。
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それで、むつ市の今の悪いというのが、ほかの

自治体と比べてどういったところが弱点となって

いるのかというのをつかんでいれば、ちょっと教

えていただければなと思うのですが。

〇議長（山本留義） 財務部長。

〇財務部長（石野 了） お答えいたします。

一言で言いますと、当市の財政の脆弱さにある

というふうに考えております。平成26年度の予算

において歳入に占める市税の割合、これにつきま

しては17.6％、使用料、手数料、諸収入等含めた

自主財源の割合は約23％ということになっており

まして、普通交付税、特別交付税を初めとした国

・県からの財源に大きく依存しておりまして、国

の財政運営に大きく左右される要因となっており

ます。

こうした中におきまして、一般会計の赤字解消

を進めながら、平成14年度から平成20年度までは

むつ総合病院の経営健全化のための繰り出し、そ

れから平成21年度からは３診療所の不良債務の解

消に係る繰り出しを行い、平成22年度決算で一般

会計の赤字解消をようやく果たしております。平

成23年度に記録的な豪雪となりまして、その後の

降雪状況においても相当の除排雪経費を要してき

ておりますけれども、その間にも３診療所の不良

債務の解消、脇野沢地区の不法投棄廃棄物の撤去

事業等を行ってまいりました。今年度において、

普通交付税及び特別交付税の減少が見込まれまし

て、さらに来年度以降、普通交付税の段階的な減

少が見込まれるところでありまして、当市の財政

の脆弱さが一番の要因と考えているところでござ

います。

〇議長（山本留義） ２番。

〇２番（横垣成年） 大変無駄な支出はもう一円た

りともできないという状況でありますが、そうい

う意味で、市長、本当に不要不急の箱物というの

は、絶対もうやってはいけないし、やれる状況で

はないというふうなことは当然認識されていると

思います。

それで、今財務部長のほうから説明があったの

ですが、自主財源が大変乏しいということが他自

治体に比べて本当に弱点であるということであり

ますが、そこで、ではどういう対策を打つかと、

その対策であります。これも多分来年度に出てく

る計画の中には対策がきっちりとのっているとは

思いますが、一応壇上でもそれなりに切り詰める

だとか、節約するだとか、費用対効果を考えるだ

とか、そういう抽象的なことがいっぱい並んでお

りますが、市長としてはどういう、本当に細かい

ものの積み上げでもう達成していくしかないかな

というふうな気はするのですが、どんと大きい支

出が削られて、どんと大きい収入が入るようなの

は望めないという状況では、やっぱりそういう細

かいものの積み上げが大切かなと思うのですが、

そこら辺の市長が思っている、こういう対策を今

考えていく方向だとかというのを持っていれば、

ちょっとお聞きしたいなと。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

その財源対策についてでありますけれども、今

現在私どもで取り組んでいるのが、まさに今まで

の長期計画ですか、市の長期総合計画、これの見

直し作業を行っています。その中で事業として無

駄というところまではいかないと思いますけれど

も、この財政状況の中で不要不急のものがあるか

どうか、そういったところを細かくチェックをし

て、一つ一つの事業について聖域なく今はこの見

直しを行っている途中でありますので、そういっ

た中での細かい検討を踏まえて今年度の予算要求

になるのだというふうに理解しています。

〇議長（山本留義） ２番。

（ ） 、 、〇２番 横垣成年 そこで 本当にいろんな対策

見直しをもう徹底してもらいたいと思うのです
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、 、が 壇上でも前向きな答弁もらいましたけれども

やっぱり人件費カット、給与費カット、これは本

当に最終手段において考えるという立場で進めて

もらいたいと思うのです。民間の会社では、簡単

に人件費を削る経営者はもう能力がない経営者だ

というふうに私は学んできましたので、やっぱり

そこが一番手をつけやすいのです。逆にそれをや

ればこそ、逆に士気は衰えるし、その会社自体の

雰囲気が悪くなってしまって、将来を考えた場合

はマイナスになるということをわかっていない経

営者だから、簡単に人を首切ったり、賃下げをし

たりするのでありますので、そういう市長であっ

てほしくないと。あらゆる対策をもう、それこそ

職員にブレーンストーミングをかけるぐらい、今

ある能力を120％発揮して、とにかく今この打開

をするのに知恵をかしてくれと、そういう呼びか

けをして、給与カットは本当に最後の手段だとい

う考え方でやってほしいのですが、ここの考え方

をお聞きしたいと思います。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

職員の給与カットということについてですけれ

ども、まず今ご指摘がありました、私自身も簡単

にこれを考えているわけではございません。それ

から、手をつけやすいとも思っていません。さら

に、それによって職員の士気が下がるとも思いま

せん。そのうえで、平成27年度の予算編成方針に

おいては、このままの財政運営を続けた場合には

平成27年度決算で赤字になるというような状況で

あります。また、平成32年には、このままの財政

運営をすれば、約26億円まで赤字が膨らむという

状況なのであります。こうした状況を踏まえて、

先ほど申し上げたとおり、内部経費の削減のみな

らず、既存の事務事業の徹底的な見直し、これを

行っているところであります。

一般職員の給与カットについては、やるかやら

ないかも含めて現時点ではお答えすることはでき

ないということでありますので、ご理解を賜りた

いと存じます。

〇議長（山本留義） ２番。

〇２番（横垣成年） 次の質問に移りたいと思いま

す。旧庁舎、市民体育館の跡地についてでありま

すが、それなりにむつ総合病院の新病棟建設など

も視野に入っているというふうな答弁がありまし

たので、ちょっと安心はしておりますが、ただＲ

ＦＳ社への話は、内容は大体もう煮詰まっている

というふうな答弁でありますが、ああいう土地、

中心にあのぐらい広い土地を逆に今市が新たに獲

得しようとすると、まず無理なのもあるし、かな

りお金がかかるというふうな物件でありますの

で、そういうところを考えるならば、むつ市が不

動産屋と同じようなやり方で土地を貸したりそう

いう業務をやるのではなくて、市民からお借りし

ている財産であるという観点を考えるならば、市

民に対しての使い方というのを考えるべきだと思

うのですが、まだそれこそＲＦＳ社とは締結はし

ていないということですから、そういう考え方も

間に合うと思いますので、それこそむつ総合病院

では実際駐車場狭いのです。午前中は、足の悪い

人を乗せた人があそこの駐車場をぐるぐる、ぐる

ぐる回って空きを待っている状況なのです。そこ

をもう少し広くしてほしいという声がかなり高

い。ですから、そういうのを考えれば、今職員が

使っている駐車場をむつ総合病院のほうに開放す

るだとか、そして職員の駐車場を今の旧庁舎の跡

地のほうに入れかえるとか、そういう本当に利用

勝手がいい土地なので、それを視野に入れて、ぜ

ひ今後ゼロベースから見直すというふうな考え

方、いろいろあちこち出てきておりますので、こ

の件についてもゼロベースからぜひ見直ししても

らいたいというのを要望しておきたいと思いま

す。
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さて、原子力の諸問題についてであります。今

の新規制基準については、国が一定の安全が確保

されているというふうに言っているから安全で、

この規制基準にのっとれば安全は担保されている

というふうな内容の答弁でありましたが、それは

市長も国のそういう考え方、国が新規制基準は安

全が担保されていると言っているから、市長もそ

れと同じ考えであるということで理解してよろし

いか、これちょっと確認させていただきます。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

私としては、この政府の方針を支持していると

いうことで考えております。

〇議長（山本留義） ２番。

〇２番（横垣成年） そこで、ちょっと市長にお聞

きしたいのですが、前の古い規制基準が今新規制

基準になったということで、古い規制基準という

ものの根本的な、学者の方たちからよく言われて

いるような欠陥が多々あったのですが、そういう

欠陥がこの新規制基準では全てクリアされている

というふうに考えているかどうか、ちょっと漠然

とした質問で申しわけありませんが、お聞きした

いと思います。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 従来の規制基準の問題点を

新規制基準が全てクリアしているかということで

ありますけれども、この従来の規制基準にどうい

った問題があったのかということを私全て網羅的

にこの場で申し上げることは、申しわけございま

せん、できません。ただ、一方で新規制基準の中

では、これまでの規制基準の、例えばこれは中間

貯蔵施設に関して言えば、排気施設ですとか、放

射線管理施設、そういったものの基準、それらに

ついても全て強化をされていますし、あるいは新

設された不法な侵入等の防止などの措置、そうい

ったものも新たに設置され、はるかに強化された

基準になっているということは事実として挙げら

れると思います。

〇議長（山本留義） ２番。

〇２番（横垣成年） 今の新しい新規制基準をつく

るに当たっていろいろ議論されました。私もその

過程をいろいろ、100％ではありませんが、情報

を集めました。そうすると、余りにも厳しい基準

にすると、原発の事業者は採算が合わなくなる。

、 。余りにも緩くすると 今度は国民の不安が高まる

だから、そういう議論を踏まえて今の基準に落ち

ついたというふうなやりとりが、あちこちで情報

が入っておりました。こういう情報は、確かに考

えればそうですね。事業者は、やっぱり利益を上

げなくてはいけない、ところがその利益を上げる

ために余りにも投資が多過ぎると、当然利益が吹

っ飛んでしまう。そういう意味では、アメリカに

おいては原発の電気料金は高いので、もう稼働で

きないと。それ以外の電気のほうが安くなってい

るというふうな現状が実際アメリカではありま

す。そういう経過で今新規制基準ができたという

ことですね。

そこでお聞きしたいのですが、前の古い規制基

準というのは、多くの方が指摘しているのが第三

者機関がないということでありました。そして、

もう一点大きいのが、シビアアクシデント対策を

規制していないという、この２点が指摘されてお

りました。それで、新しい基準ではそれなりにシ

ビアアクシデント、こういうものはしっかりしな

さいよというふうなことは設けられたのです、そ

れなりに。ところが、第三者機関という点では、

それこそ今文部科学省の下に組織がつくられてお

りますから、同じ政府の懐の中に設置されており

ますから、完全に国から独立した第三者機関とは

なっていないというところが私は大きく改善され

ていない点だと思うのですが、これについては市

長はどのようにお考えでしょうか。
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〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

国から独立したそういった機関がないというご

指摘ですけれども、これは恐らくこの市議会の場

で、市政の一般事務としてお答えするということ

ではないような気もするのですけれども。

そういう意味で、若干今の現状だけを申し上げ

させていただきますと、第三者機関がないという

ことですけれども、基本的には原子力規制委員会

というものが存在していて、それがそこの組織で

新規制基準に基づいて適合性審査をするというこ

、 、とでありますので それの一定の客観性というか

安全に対する客観性はそこで確保されるものだと

いうふうに私は認識しています。

〇議長（山本留義） 横垣成年議員、私ども市政全

般ということの質疑でありまして、中間貯蔵であ

れば、その施設のことで聞くのであればいいけれ

ども、原発のそれをこの場で強く言うことは、私

ども一般質問は市政全般ということになっていま

すので、その辺横垣議員はしっかりわかっている

と思うので、その辺を考えながら質問を続けてく

ださい。

〇２番（横垣成年） 議長、でも中間貯蔵施設も今

新規制基準で申請しているわけですから、そこの

絡みはやっぱり聞かなくてはならない問題だと思

います。そういう観点でよろしくお願いいたしま

す。

〇議長（山本留義） そこら辺、横垣議員はわかっ

ていると思うので、その辺うまくお話ししてくだ

さい。お願いします。

〇２番（横垣成年） そういう意味で、市長、ただ

国が安全だから安全だというふうな流れが、結局

福島原発事故を起こした大きな大もとなのです。

だから、市長としては国が安全だと言ったから私

も安全だと、安全が担保されているというふうな

言い方をしたものですから、そういうめくら判で

国の言ったことをそのまま信じるという立場に立

ってほしくないというふうなことを私は申し上げ

ているのです。ですから、一定市は市長なり、ま

た市の総務政策部にエネルギー対策を扱う課があ

りますから、そういうところに市のそれなりの考

え方を持つようなぐらいのやっぱり知識という

か、立場を持ってほしいなというふうなことを今

言っているわけなのですが、そういう点では市と

してそれなりの国のものに対して検討、調査をし

て、それなりの立場を持つという考え方ができな

いかどうかということです。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

市の中で独自にそういった安全性を検討する部

局なり専門家を設ける必要がないかということで

ありますけれども、私自身はこの原子力行政に関

して最も専門的な知識を有する集団が原子力規制

委員会だというふうに認識しております。その原

子力規制委員会のほうで適合性審査を踏まえたも

のは、基本的にはこれは安全だということで理解

しておりますし、それを上回る組織なり専門家を

このむつ市の中で抱えるというのは、極めて非現

実的だと思います。

〇議長（山本留義） ２番。

〇２番（横垣成年） そういう大それたことを私は

言っているわけではなくて、市長もそれなりに今

の問題点は何なのか、弱点はないのか、もっと調

べる必要はないのかという観点を持ってほしいと

いうことなのです。私がさっき言ったように、今

の新規制基準でも完全にもう、ＩＡＥＡでは、推

進機関から独立した規制機関の確立をしなさいと

いうふうな指針を受けているのですよね、指針を

。 、出しているわけです それにもかかわらず日本は

福島原発事故が起きる前は経済産業省の中にあっ

たわけですよね。そういうふうに国際的に日本が

指摘されているにもかかわらず、その言うことを
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。 、 、聞かなかったわけです ところが 市長の場合は

そういう場合でも国が安全だと言えば安全だとい

うふうな立場でいいのだというふうなことでは困

ると。だから、市民の安全、暮らし、生命の安全

というのを考えた場合、そういう立場ではやっぱ

り不十分だよというのが福島原発の教訓ではない

のでしょうか。そうすると市長は、福島原発事故

については、起きる前と今とはほとんど変わりが

ないという認識でよろしいですか。国がいいと言

えば、もういいのだというふうな立場でよろしい

ですか。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

福島の原発事故を経過しても認識は変わるのか

変わらないのかということでありますけれども、

福島の原発事故を踏まえて原子力規制委員会とい

うものが新しくできました。それに基づいて新規

制基準ができました。それに基づいて今事業者が

適合性審査をしているという状況であります。私

といたしましては、その推移を見守りたいという

ことであります。

それから、何も勉強していないというような雰

囲気のご質問でありましたけれども、我々は、私

自身も市役所職員も、しっかりとこの問題につい

ては研修なり検討を重ねているところでありま

す。さらに言えば、ＩＡＥＡが申し上げたことに

対して対応すべきではないかということは、これ

はまさに国の責任においてやるべきことですの

、 。で 私から答弁を申し上げることはございません

〇議長（山本留義） ２番。

〇２番（横垣成年） ですから、国がやることがい

いと言ったからいいという発想ではもうだめだよ

。 、というのを本当に認識してもらいたい ですから

、 、ああいう福島の事故が起きたし だからといって

その後つくった規制基準が、さっき言ったように

厳しくすると、もう営業が成り立たない、緩くす

ると国民から批判を受ける。そういうバランスを

とった状況で今が落ちついたというのもちょっと

知ってもらいたいのですが。

例えばアメリカの原子力規制委員会ＮＲＣは、

本当に独立しているのです。国から全く独立した

ものになっております。そういう意味では、アメ

リカの状況もしっかり市長はその情報をつかんで

もらいたいなというふうに思います。そういう観

点で国のほうを見て、別に国を全部否定している

わけではないです、私も。そういう前進している

ところもあるし。だから、こういう弱点をあなた

方はあるのだけれども、本当にそれ大丈夫なので

すかというふうな立場で交渉する場合、そういう

観点で交渉をしてほしいなというふうに思うので

す。だから、そういう意味で、今の新規制基準は

まだ完全に独立した第三者機関とは言えない。

それと、例えば電気の系統は、今新規制基準は

２系統独立のやつを設ければいいと言ったのだけ

れども、ヨーロッパのほうは４つ設けなさいとか

と、まだまだ緩い、あとコアキャッチャー、今福

島原発でも核燃料が溶融したけれども、それを受

けるようなコアキャッチャーをつけなさいという

ふうな規制基準になっているけれども、日本の場

合は、今の新規制基準はそれは何も必要ないと言

っているということで、まだまだ不十分なものだ

から、完全に国がいいと言ったらいいというもの

ではないという認識を持ってほしいなと思いま

す。

それと、プルサーマルのことに入りますが、市

長はプルサーマルのほうも核燃料サイクルはそれ

なりに順調にいくと、だからむつ市の中間貯蔵施

設に入れた使用済み核燃料はきちんと再処理され

るというふうな答弁をしましたけれども、このプ

ルサーマルは現状どういう形で今進むという方向

になっておりますか。

〇議長（山本留義） 市長。
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〇市長（宮下宗一郎） プルサーマルの今後の状況

ということでありますけれども、まず我々の市政

としてお答えできる範囲としては、これはエネル

ギー基本計画の中に推進するというふうに書いて

ございますので、国の方針としてそうであるとい

うふうなことを私は認識しております。それを踏

まえてですけれども、この場でこういう議論をす

るかどうかということですけれども、私はこうい

うのを議論すべき事項ではないと思っておりま

す。貴党のいわゆる国会議員によって、国会の場

で議論されるのが妥当ではないかというふうに考

えます。

〇議長（山本留義） ２番。

〇２番（横垣成年） 市長、でも中間貯蔵施設がこ

こに置かれているわけですよね。その中間貯蔵施

設がどういう方向できちんと稼働、操業されるの

かというのは、やっぱりその操業の許可権限は市

長にあるのです、操業許可。安全協定をこれから

結ばなくてはいけないのです。そういう重大な責

任を持っている方、市長が、そういうのは議論に

なじまないとか、答えるすべがないとかというふ

うな状況では、やはりむつ市民は納得いかないと

思うのです。だから、そこのところもありますか

ら、きちんと中間貯蔵施設に絡めてそういう答弁

はしっかりしなくてはいけないと思います。

このプルサーマルに関しては、今ほとんど進む

見通しがないのです、今の状況では。今までは一

応計画は中部電力だとか関西電力、中国電力の数

基がＭＯＸ燃料を導入するという計画だったけれ

ども、今全然めどが立っていないし、中間貯蔵施

設に運ばれてくる使用済み燃料は東京電力と日本

原子力発電ですね。この２つの使用済み燃料です

から、それが当然東京電力の発電所、日本原子力

発電の発電所に使われるという前提で持ってこら

れるのです。ところが、東京電力の福島原発も、

。 、今は事故を起こして動かない 柏崎刈羽原発では

もうプルサーマルをやめろという決議が柏崎市議

会では上げられていて、もうプルサーマルはでき

ない。日本原子力発電では、プルサーマルの計画

がないというわけですから、中間貯蔵施設に持っ

てきた使用済み核燃料の使い道は今のところない

のです。

だから、そういう状況で今中間貯蔵施設の操業

を許可するということは、もうするべきでないと

私は思うのです。だから、そこの調査を、情報を

集めてほしいと。そういう判断を今市長がしなけ

ればならない状況に来るわけですから、そこのと

ころをきちんと見きわめたうえでそういう判断を

しなければいけないのですが、だからこのプルサ

ーマルについて市長の考え方をちょっと聞きた

い。全然何もめどがないにもかかわらず中間貯蔵

施設の操業は許可するのかどうか、これはちょっ

と確認したいです。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） まず、プルサーマル計画に

ついてですけれども、繰り返しになりますが、エ

ネルギー基本計画の中でこれを推進するというこ

とで書かれておりますので、我々としてはこれの

同じ認識でおります。

〇議長（山本留義） ２番。

（ ） 、 、〇２番 横垣成年 ということは そういう状況

今めどが立っていない、その確認をしっかりして

から操業の許可判断するべきではないですか。国

がただ計画で核燃料サイクルは進めると一つの文

書が書かれているだけで操業許可をするという立

場で、それ確認してよろしいですか。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

一つの文書で書かれているから、それを信じる

ということではなくて、これ閣議決定されている

文書ですから、政府の方針としてこれは確固たる

ものだというふうに理解しています。
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この４月に閣議決定されて以来、この文書が変

、 、わったということや これについて何らかの進展

あるいは後退があったということは私は聞いてお

りませんし、議員はさまざまなところから情報提

供いただいているのかもしれませんけれども、私

としてはこの確固たる情報である閣議決定の文書

と同じ認識であるということでございます。

〇議長（山本留義） ２番。

〇２番（横垣成年） あと数分しかないので。

先ほど紹介しましたが、柏崎市議会では、プル

サーマル計画の中止を求める決議というのを上げ

ました。これ大分もう年月がたっておりますが、

2002年９月６日です。これの理由としては、国及

び東京電力に対する市民の信頼が失われたため

と、この一文だけなのです。ところが、市長の場

合は、国が閣議決定したから、もうそれを信じる

、 、という立場でありますが もう既に柏崎市の市民

実際私も柏崎市のホームページを見ると、多くの

議員の方が原発問題で一般質問をしていて、大変

活気のある議会だなと思ったのですが、残念なが

らむつ市の場合は私だけでありますが、そういう

形で、柏崎市の場合はもう市民挙げて、国及び東

京電力に対する市民の信頼が失われたという判断

をして、プルサーマルはもうやめる決議を上げた

ということを最後に申し上げまして、やはりこう

いう立場できちんと市長、市民の立場に立つなら

ば、この原発問題、中間貯蔵、プルサーマルの情

報をしっかりとつかんで、これから行政運営をし

てほしいなということを要望して終わります。

〇議長（山本留義） これで、横垣成年議員の質問

を終わります。

、 。ここで 午後２時10分まで暫時休憩いたします

午後 １時５８分 休憩

午後 ２時１０分 再開

〇議長（山本留義） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◎池光弘議員

〇議長（山本留義） 次は、池光弘議員の登壇を

求めます。23番池光弘議員。

（23番 池光弘議員登壇）

〇23番（池光弘） こんにちは。公明・政友会の

池光弘でございます。むつ市議会第222回定例

会に当たり一般質問をさせていただきます。市長

を初め理事者の皆様の誠意ある、しかも前向きな

答弁をお願いいたします。

今回の一般質問は、１、６次産業化について、

２、介護予防について、以上２点お伺いいたしま

す。

質問の第１は、６次産業化についてです 「６。

次産業とは、農業や水産業などの第１次産業が食

品加工、流通販売にも業務展開している経営形態

をあらわす。農業経済学者の今村奈良臣氏が提唱

した造語。また、このような経営の多角化を６次

産業化と呼ぶ」とあります。１次産業と２次産業

と３次産業を足すと６次産業になる、産業分野で

いうと、１次産業は農林水産業、２次産業は製造

業、建設業、工業など、３次産業は小売業やサー

ビス業を指します。これを足すということはどう

なるかというと、農業など生産者がつくったもの

を自ら製品に加工し販売まで行うことです。

６次産業化で全国的に有名になった成功例を１

つ紹介します。北海道の花畑牧場でつくられた生

キャラメルです。タレントの田中義剛さんが経営

する酪農業です。酪農業は、一般に生産者が農協

などに出し、農協から加工会社、加工会社から販

売店という流通で消費者に商品が行き渡ります

が、花畑牧場の場合、生産者が加工、商品化し、

物産展、ネット販売、テレフォンショッピングと

直接消費者へ届けるようにし、平成19年以来、に
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せものが氾濫するぐらい大ヒットしています。ま

た、今も続々と新商品を開発しています。

６次産業化のメリットとしては、収入が安定す

る、また作物のブランド化ができます。そして、

流通、販売までの直営なので、中間コストを削減

できる。さらには、６次産業が株式会社として農

産物に付加価値をつけ起業のきっかけとなって、

新ＪＡＳＤＡＱに上場するようになれば産業とし

て成立し、新たな雇用を生み出し、新しい日本の

発展に貢献ができることが期待されます。

しかし、デメリットもあります。自分の家族、

親族だけで経営するのではなく、従業員を雇用し

たうえでの経営が必要になります。農業だけをや

っていればいいというわけにはいかず、農作物と

商品の品質管理や工場の製造員や直営店での販売

員などを務めてくれる人材が必要になります。こ

のため、法人化が必要不可欠、また始めるには多

額の資金が必要になります。そして、衛生面でも

以前よりずっと厳格な管理が求められます。

このように、メリット、デメリットはさまざま

あり、農業が１次産業として広まるには多くのハ

ードルがあるように見受けられます。当市におい

ては、大きなハードルを越えて６次産業化を推進

している業者もあります。むつ市の発展、活力あ

るむつ市にしていくためには、まだまだふやすべ

きと私は考えます。６次産業化に向けて、市長の

構想をお伺いします。

政府は 「攻めの農林水産業」と題して農と食、

の関連産業は生産者から消費まで裾野が広い、農

作物などの生産にとどまらず加工や流通販売を取

り入れる高付加価値によって生産者の所得増と産

地の活性化を目指す、具体的には６次産業化を

10年で10兆円規模に拡大するとうたっています。

11月24日のある新聞の記事に 「９月16日午後、、

2014年産米の概算金を決める県下農協組合長会議

が開かれた。全農県本部が示した金額は、つがる

ロマンが１俵60キロ7,600円、まっしぐらは

7,300円、ともに2013年産より3,200円安い過去最

低額だった。概算金は、全国的にも前年比で20か

ら30％下落した」とありました。農家が落胆して

いることは周知のとおりでございます。このどん

底をチャンスと捉え、この米を使って付加価値を

つけ６次産業化につなげる。例えば米粉にし、ケ

ーキやクッキー、また米粉うどんなどを考える余

地が多々あると考えます。市長のご所見を伺いま

す。

、「 」 、次に むつ市のうまいは日本一！ の商品は

今や有名ブランドであります。全国どこに出して

も恥ずかしくない商品ばかりです。この商品の中

から６次産業化につながる商品はあるのか、市長

にお伺いします。

質問の第２、介護予防についてです。介護予防

とは、要介護状態の発生をできる限り防ぐ、おく

らせること、そして要介護状態にあっても、その

悪化をできる限り防ぐこと、さらには軽減を目指

すことと定義されています。介護保険は、高齢者

の自立支援を目指しており、一方で国民自らの努

力についても介護保険法第４条「国民の努力及び

義務」において 「国民は、自ら要介護状態とな、

ることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身

の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めると

ともに、要介護状態になった場合においても、進

んでリハビリテーションその他の適切な保健医療

サービス及び福祉サービスを利用することによ

り、その有する能力の維持向上に努めるものとす

る」と規定されています。介護予防は、高齢者が

可能な限り自立した日常生活を送り続けていける

ように地域づくりの視点が重要であります。介護

予防が目指すものは、単に高齢者の運動機能や栄

養状態といった個々の要素の改善だけを目指すも

のではない、むしろこれら心身機能の改善や環境

調整などを通じて、個々の高齢者の生活機能（活
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動レベル）や参加（役割レベル）の向上をもたら

し、それによって一人一人の生きがいや自己実現

のための取り組みを支援して、生活の質の向上を

目指すものである。これによって、国民の健康寿

命をできる限り延ばすとともに、真に喜ぶに値す

る長寿命社会を創成することを介護予防は目指し

ています。

また、介護予防における一次予防、二次予防、

三次予防があり、地域支援事業と予防給付におけ

る介護予防、介護予防事業を活用した地域づくり

などあります。このように、一次予防事業などを

活用して地域のさまざまな組織、団体が自主的に

介護予防の活動を展開できるように市町村が地域

資源の掘り起こしや支援を行い、高齢者が気軽に

参加することのできる機会や場を身近につくり出

すことで介護予防の取り組みが期待されるところ

であります。

これを踏まえて、介護予防では、全国的にも有

名な埼玉県富士見市の事例を紹介します。ここに

は、去る11月11日、民生福祉常任委員会で行政視

察に行かせてもらいました。

富士見市は、埼玉県の南東部にある人口10万

9,000人で、地域の北東側には荒川を初め複数の

川が流れる低地で、水田が広がり、自然が多く残

る首都圏のベッドタウンであります。

富士見市では、ふじみパワーアップ体操普及事

業を一次予防として立ち上げています。これは、

パワーアップ体操の先駆自治体である荒川区と首

都大学東京の山田准教授の協力のもと、健康寿命

と相関の高い歩行速度等を維持するために効果的

なふじみパワーアップ体操を考案、この体操と介

護予防の基礎を学んだ市民リーダーを養成し、幅

広い機能レベルにある地域の高齢者が誰でも気軽

に参加しやすい地域体操クラブを運営することに

より、健康づくり、仲間づくり、居場所づくりと

いう介護予防効果が高まり、富士見市が目指す介

護予防のまちづくりの基礎になっております。

ふじみパワーアップ体操の効果は、２つありま

す。１つには、身体機能の維持、向上があり、２

、 。つ目には 役割の創出と地域の活性化があります

これは、身近な地域でふじみパワーアップ体操を

続ける、そうすると心身の健康だけでなく、参加

された人たちときずなが強くなるということで、

地域のきずなが強くなります。地域に仲間と役割

ができると頑張りたくなる、そしてもっと元気で

いたいと動機が出る。最後には、自分のための健

康づくりのついでにちょっとお手伝いしようかと

ボランティア活動に入っていく、このような効果

があります。

、 。 、また 地域の資源は３つあります １つ目には

ふじみパワーアップ体操。平成18年、クラブ数が

２、リーダー数は25人、参加者数は69人に対し、

平成26年では、クラブ数が30、リーダー数は

240人、参加者数は937人とふえ続けています。

、 。地域資源２つ目は 各種介護予防自主グループ

この活動内容は、自主リハビリクラブ、認知症予

防クラブ、腰痛ひざ痛予防クラブ、口腔機能向上

、 。 。クラブなど 全部で30クラブ 参加者数は456人

地域資源３つ目は、ふれあいサロン。これは、

、 、 、高齢者サロンで 補助金 サロンの立ち上げ支援

サロンサポーターの研修などは社会福祉協議会が

中心となって支援しています。現在は、47サロン

あり、55町内会ごと１サロンを目標としておりま

す。

このように、富士見市では市民との協働による

誰でも、いつでも、どこでも参加できる介護予防

のまちづくりのかなめになるのは市民の主体的な

介護予防活動であり、それは地域の資源である。

さまざまな連携や事業を通じ、１、市民が主体と

なる地域資源の種類、数がふえる、２、資源同士

がばらばらに存在するのではなく、つながり合え

る、そして実現できるように支援し、健康づくり
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を軸とした地域の活性化を目指すこと、これが富

士見市の介護予防の主なるものです。

ここで、行政視察ですから、議員の質疑応答を

２点つけ加えます。１点目、地域や町内で民生委

員や老人クラブもなり手が少なくなってきている

中でのリーダーの育成方法はとの問いに、ボラン

ティアという意識が強いと感じているが、なかな

かリーダーの育成は難しいと思われる。介護予防

自体を自分のことと捉えていただき、自覚と自主

性を大事にしている。パワーアップ体操を始めて

から８年間でリーダー数、自主クラブ数、参加者

数は年々ふえているとのことです。

２点目は、パワーアップ体操の普及による成果

と今後の課題についての問いには、パワーアップ

体操を継続して行うことによる個人の身体機能に

関するデータは計測したことがあるが、介護認定

者数の変化や医療費の推移などについては、まだ

調査はしていない。今後の課題としては、クラブ

数、参加者数がふえ続けた場合には、公民館等の

活動場所の確保が難しくなるとのことです。

このように、富士見市ではうれしい今後の課題

と受けとめられます。

当市においても、さまざまな介護予防を行って

いますが、富士見市の例をもとに、市民との協働

による介護予防のまちづくりについて考えるべき

です。市長のご所見をお伺いします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（山本留義） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 池議員のご質問にお答え

いたします。

まず、６次産業化についてのご質問の１点目、

６次産業化に向けての構想はあるのかについてお

答えいたします。この件につきましては、一般質

問初日の大瀧議員、２日目の斉藤議員、本日の石

田議員のご質問の答弁と重複する点がございます

ことをご了承いただきたいと存じます。

我が国における農林水産業を取り巻く状況は、

ＴＰＰ交渉への参加表明や農政の根幹である米政

策の見直しなど、大きな転機を迎えている中、担

い手不足や耕作放棄地の増加といった厳しい状況

に直面しているところであります。

こうした中、市では６次産業化に向けた収益性

の高い生産体制への転換や、加工原料の安定的な

生産などへの支援、漁場整備を初めとした生産基

盤の整備のほか 「むつ市のうまいは日本一！」、

を掲げての地産地消運動による食の安全安心を通

じた消費の拡大、首都圏での販路開拓、商品開発

やブランド化による付加価値の拡大などを推し進

めてきたところであります。６次産業化に取り組

むのは、あくまでも生産者であり、市は生産者が

事業を推進しやすいようにサポートしていく役割

を担っております。

当市での６次産業化の支援事例としては、ボン

サーブの乳製品、エムケイヴィンヤード及びサン

マモル・ワイナリーのワイン、脇野沢農業振興公

社のイノシシ、イノブタ肉、むつ市漁協のホタテ

ガイ加工品や川内町漁協の乾燥ナマコ、脇野沢村

漁協の焼干イワシ、北彩漁業生産組合の海峡サー

モンなどがあります。

この６次産業化を推進するに当たり、市では県

の農山漁村地域経営担い手育成システム確立促進

事業を活用し、新たな加工品の開発に係る先進地

視察や試作試験への支援、首都圏での販路拡大、

販売促進の支援なども行っております。

、 、基幹産業である漁業においては 安定した生産

漁獲の確保が６次産業化の課題であることから、

種苗の生産、放流や魚介類の育成、成長に適した

漁場造成などの事業に対して補助し、安定した漁

業経営がなされるよう努めてきたところでありま

す。

また 去る11月19日 市はみちのく銀行との 食、 、 「
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と農林畜水産業の振興と活性化に関する業務推進

」 、 、協定 を締結したところであり この協定のもと

これまで推進してきた農林畜水産業の所得向上、

生産拡大、首都圏での販路拡大、国や県の各支援

制度の紹介や事業採択に向けた計画づくりなどの

取り組みが加速できるものと考えております。

さらに、６次産業化を加速するためには、産学

官金の連携が重要であることから、今後大学や研

究機関との連携も深めていきたいと考えておりま

す。

また、６次産業化を推進するための相談窓口に

関しましては、経済部の各担当課が担っており、

生産者等からの要望を受け、国や県及び関係機関

と連携をとりながら情報提供に努めるとともに、

６次産業化に向けた支援に努めてまいりたいと考

えております。

、 、ご質問の２点目 県産米の概算金は過去最低額

付加価値をつけて６次産業化につなげる考えはな

いかについてでありますが、当市の水稲作付面積

は、昭和60年には約900ヘクタールでありました

が、生産調整や米価の下落、農業者の高齢化等に

より、平成26年度には面積が約100ヘクタールに

減少しております。こうした中で、平成26年産米

は全国的な豊作や過剰在庫などが影響し、概算金

は過去最低の状況となっております。当市の水稲

生産農家は、農協への販売農家が少なく、大半が

自家利用のため、稲作が盛んな地域に比べると概

算金の低下による影響は比較的少ないものと推測

しておりますが、販売農家等の経営は苦しい状況

にあると考えております。

議員ご指摘の農家の経営安定を図るために米粉

などの活用で６次産業化を図ってみてはどうかに

ついてでありますが、実際に米粉などを活用した

加工品としては、県内では米粉パン、麺類、ケー

キ等が一部地域で販売されております。しかし、

国全体の米粉用米の作付面積は、米を粉にするコ

ストや多額の設備資金を要するほか、米粉の需要

が伸びないこともあって年々大幅に減少してきて

いると伺っております。このため、米粉を活用し

ての６次産業化は難しいものと考えております

が、我々といたしましては、農家からの相談があ

る場合には、国の支援制度等を初め６次産業化へ

の情報提供をしてまいりたいと考えております。

また、国では概算金低下に対して、転作作物に

飼料用米の作付を推進しており、市といたしまし

ても、国の経営所得安定対策事業等を活用して、

農家の経営安定につなげてまいりたいと考えてお

りますので、ご理解を賜りたいと存じます。

、「 」ご質問の３点目 むつ市のうまいは日本一！

の商品の中から６次産業化につながる商品はある

のかについてお答えいたします。むつ市には、全

国に誇れる安全で安心な農林水産品が多数あり、

むつ市のホームページ上では、むつ市の「うまい

」 、 、 、もの と題して イカやマダラ ホタテやナマコ

トマトや夏秋イチゴ、イノシシ肉、さらにはブラ

ンド化に取り組んでおります海峡サーモンや一球

入魂かぼちゃなど16品目を紹介しているほか、ア

ピオスやほっかりんなど、たくさんのうまいもの

があります。私は、トマトはもともと苦手であり

ますが、トマトは私以外の家族は皆おいしいと食

しており、そのほかのものはどれも私も大好きな

産品で、全国の友人に自信を持って勧めることが

、 。できる一品であり 自慢のうまいものであります

６次産業化につながる商品はあるのかとのこと

ですが、当市においてはこれまで下北ワインやの

むヨーグルト、海峡サーモンなど６次産業化への

、 、取り組み事例がありますほか 農林水産業と商業

工業との産業間での連携による農商工連携といっ

た手法によるほたてドレッシングの開発、販売な

ど、生産者はアイデアを凝らし、さまざまな商品

化に取り組んできたところであります。このよう

に私は、むつ市でとれる農林水産物の多くが６次
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産業化につながるポテンシャルを秘めているもの

と考えるところであります。

今後も事業者のニーズを的確に把握し、６次産

業化などへの支援を通じて生産者の所得向上を図

り、ひいては関連産業における雇用機会の確保に

つなげてまいりたいと考えておりますので、ご理

解を賜りたいと存じます。

次に、介護予防についてのご質問にお答えいた

します。現在実施している介護予防事業には、要

介護状態となるリスクの高い虚弱な高齢者を対象

とした二次予防事業と、元気な高齢者で生きがい

を持ち、できるだけ長く地域で自立した生活を送

ることができるように支援する一次予防事業があ

りますが、それぞれの予防事業の具体的な実施状

況については、担当から説明いたします。

平成23年度から平成25年度に実施した元気な高

齢者を対象とした当市の日常生活圏域ニーズ調査

の結果を見ますと、外出を控えている後期高齢者

が約３割いること、外出する際の手段として、高

齢者の４割超が徒歩であるという結果が出ており

ます。今後当市では高齢化社会が進み、後期高齢

者の人口が2030年には１万1,500人程度でピーク

に達すると予想されておりますことを考慮いたし

ますと、高齢者が日常身近に活動できる場を活用

し、地域の方や同じ趣味を持つ方々と交流しなが

ら、生きがいを持って地域の中で生き生きと暮ら

していくことにより、おのずと介護予防の効果が

得られるような地域コミュニティを構築すること

が急務であると考えております。

このためには、老人クラブや町内会等の地域の

既存組織やボランティア活動を行っている団体等

が既に行っている活動を踏まえながら、高齢者が

より身近に利用できる介護予防事業をともに考

え、各組織、団体の多様な取り組みを支援するこ

とが大切であろうと考えております。

議員からお話のありました富士見市では、市民

の主体的な介護予防を支援し、関係機関と連絡を

とりながら活動のネットワーク強化を図ってお

り、誰もが身近なところで介護予防活動に参加で

きるような拠点を整備してボランティアを育成

し、市民との協働による健康寿命、介護予防のま

ちづくりを進めているようでありまして、市民が

主体となり、さまざまなクラブを運営したり、講

座が開催され、各活動をつなぐ連絡会、交流集会

等のネットワーク活動をもとに、数多くの自主グ

ループの活動が継続されているとのことでありま

す。

当市においては、いまだ行政主体の介護予防事

業が中心となっており、市民との協働による介護

予防活動はこれから構築していくことになります

が、今後の参考にさせていただき、ボランティア

の育成支援を行うとともに、介護予防の機運の醸

成に取り組んでまいりたいと考えております。

また、高齢者を介護予防の対象者としてのみ捉

えるのではなく、むしろ地域づくりの担い手とし

て主体的に地域で活躍できるように研究していき

たいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと

存じます。

〇議長（山本留義） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（花山俊春） 当市における介護予

防の実施状況につきまして、市長答弁に補足させ

ていただきます。

まず、要介護状態に陥る可能性が高い虚弱な高

齢者に対する二次予防事業といたしましては、転

倒予防教室、口腔機能向上栄養改善事業等を行っ

ておりまして 平成25年度の参加者は延べ1,043名、

でありました。また、元気な高齢者に対する一次

、 、予防といたしましては はつらつ介護予防クラブ

介護予防セミナー、介護予防講演会及び認知症サ

ポーター養成講座等を行っておりまして、平成

25年度の参加者は延べ1,536名でありました。こ

れらの事業の実施により、介護予防に関する啓発
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及び普及を行い、高齢者が生き生きと活動できる

居場所づくりを行っているところでございます。

以上でございます。

〇議長（山本留義） 23番。

〇23番（池光弘） 答弁ありがとうございます。

まず、介護予防のほうから再質問したいと思い

ます。今むつ市でも認知症なのか、認知症に近い

のかというふうに悩んでいる方も結構多いと思い

ます。そこで、ちょっと事例ですが、埼玉県幸手

市は、ことし１月から認知症予防として、あたま

の健康チェックを始めた。認知症の前段階である

軽度認知障害の状態をパソコンを使って判定する

スクリーニングテストを行うものとしています。

これは、チェック方法は簡単な10個の単語を復唱

しながら、思い出すことを３回繰り返した後、関

係のない質問を幾つか挟み、最後に10個の単語を

可能な限り思い出してもらうというテストなので

す。１回のテストは10分程度で終わる。判定は、

正答率や所要時間に加えて、年齢や性別などを考

慮し、Ａ、健康維持できている、Ｂ、少し注意が

必要、Ｃ、注意が必要の３段階があります。終了

後は、認知症の症状や、頭の健康のためのポイン

トを解説し、予防方法を確認する。さらに、不安

がある場合は、保健師への相談も受け付けるとい

う試み。これは、全国でまだ３番目の例なのです

けれども、これが今全国的に認知症がふえてきて

いる、これがあります。

当市においても、自分が認知症なのか、認知症

ではないのかわからないで、遅くなってしまって

認知症患者になってしまうと治らない、そういう

状況がありますけれども、こういう早期発見のこ

とはすごくいいことなのではないかと思いますけ

れども、市長、どうでしょうか。

〇議長（山本留義） 介護福祉課長。

〇保健福祉部政策推進監介護福祉課長（井田敦子）

お答えいたします。

認知症の早期発見のテストとかそういうのをや

っていないかどうかということですけれども、今

市内ではテスト的なものはやっておりません。先

ほどの答弁でもお話ししましたけれども、基本チ

ェックリストいうものの中に認知症の項目があり

ます。その項目に該当した方については、介護予

防の事業などにお誘いして、認知症の予防をする

ように進めております。

以上でございます。

〇議長（山本留義） 23番。

〇23番（池光弘） 平成26年度版高齢者福祉地域

包括支援センターガイドというこの冊子がありま

す。この中でこういうふうに自分で、はいだった

ら「はい 、いいえだったら「いいえ」に丸をつ」

けて、何個以上だったらどうのこうのというふう

に、これ今あるのですけれども、今の埼玉県幸手

市の事例は、パソコンを使って、コンピューター

を使ってのその判断、自分が判断するのではなく

て、コンピューターが判断してくれるというもの

なのです。だから正確だと思うのです。そういう

ところを配慮して、どうですか。

〇議長（山本留義） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長（花山俊春） 大変先進的な事例と

考えております。こちらのほうでも検討させてい

ただきたいとは思いますけれども、まず介護認定

のときには医者の診断を得ることになっておりま

す。そのときにも要介護とか要支援というふうな

判断の部分で認知症のテスト、同じように10個で

はないにしろ、何個かのものを見せつつ、それを

後で復唱する、そういうふうな形のチェックも行

っておりまして、そういうふうなところもござい

ますので、それらを考えながら、検討していきた

いと思います。

以上でございます。

〇議長（山本留義） 23番。

〇23番（池光弘） 検討していただきたいなと思
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います。

次に、６次産業化のほうの再質問に移ります。

先ほどクラウドファンディングで資金提供、今受

けるようになりましたと聞きましたけれども、資

金提供に対して、先ほど石田議員が聞かれていま

したけれども、投資型でやるということを聞きま

したけれども、クラウドファンディングで神奈川

県の例を言いますと、６次産業化に向けての質問

なので、ものづくりにかける思いや、アイデアに

共感した人々から少しずつ資金を集め、提供者が

製品の購入者になる購入型クラウドファンディン

グというのがあります。神奈川県ではやっていま

す。今の投資型と、ものづくりで今あります購入

型、これは購入型というのは、物をつくったとき

に提供者に買ってもらえる、こういう販路の拡大

につながるものなのですけれども、６次産業化、

また１次産業でつくったもの、つくろうとしてい

る方には、このクラウドファンディングでもこう

いうふうに購入型クラウドファンディングのほう

がいいと思うのですけれども、市長の所見をお願

いします。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

クラウドファンディングについてのご質問だと

思いますけれども、購入型にするか、投資型にす

るかということでありますが、我々としては、ま

ず６次産業化に向けては当初の初期の資金の調達

が難しいであろうということを考えて、資金をち

ゃんと提供してもらうという形を考えておりま

す。また、それに対してはさまざまな購入型とい

うことあるいは投資型ということあると思います

けれども、まずは投資型でやらせていただきたい

ということでご理解いただきたいと思います。

〇議長（山本留義） 23番。

〇23番（池光弘） わかりました。

次の質問ですけれども、先ほど農商工連携があ

りました。物をつくっている農業、生産者は、６

次産業化がいいのか、農商工でいいのかというふ

うな問題というか、どっちも資金が絡む、莫大な

資金が絡むような思いで農業をやっている人、漁

業をやっている人、１次産業をやっている人は思

っていると思います。農商工連携と６次産業化に

向けていくほうと、どちらが有利なのか、わかれ

ば教えてもらいたいと思います。

〇議長（山本留義） 経済部長。

〇経済部長（浜田一之） お答えいたします。

農商工連携と６次産業化とどちらのほうが有利

かというご質問でございますが、起業者あるいは

農林漁業者と共同で新商品の開発等に取り組むと

かといったのが農商工連携のほうでございまし

て、６次産業化のほうは、それにプラス販売のほ

うまでということで、どちらがいいかという部分

では、我々もどちらというふうには言えません。

ただ、取り組みやすいほうとしては農商工連携の

ほうが取り組みやすいのではないかというふうに

考えております。

〇議長（山本留義） 23番。

（ ） 。 、〇23番 池光弘 ありがとうございます では

農商工のほうで考えたほうがいいということで。

次に、国のほうでは、今よろず支援拠点コーナ

ーということで、各都道府県１件ということであ

ります。これは、21あおもり産業総合支援センタ

ーに青森県よろず支援拠点、コーディネーターが

加藤哲也さんになっています。この加藤哲也さん

とは、市でも三、四年前に新商品開発するときに

は、この方と一緒に新商品を開発したのですけれ

ども、その新商品開発した年間７件くらい、２年

ぐらいやったのかな、その新商品は今どうなって

いるのか教えてください。

〇議長（山本留義） 経済部長。

〇経済部長（浜田一之） 新商品開発は、確かに加

藤哲也先生にご支援いただいて２年取り組みまし
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た。その中で９事業者の方が新商品開発に取り組

まれまして、その中で13品目の新商品ができたわ

けですが、そのほとんどはそれぞれの事業者のお

店などで売られております。

以上でございます。

〇議長（山本留義） 23番。

〇23番（池光弘） 事業者で売られている。今コ

ーディネーター、この加藤哲也さんはよろず支援

拠点のコーディネーターになっています。国は、

今このよろず支援拠点というのは、本当にお金の

問題、これからどうすればいいのか、いろんな細

かい相談を受けるところが、今回平成26年度につ

くられたよろず支援拠点なのですけれども、また

この加藤哲也さんを呼んで、今度はそういう新商

品開発した人たちと懇談というか、セミナーとい

うか、できないものかと思うのですが、いかがで

しょうか。

〇議長（山本留義） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

加藤さんを呼んでセミナーができないかという

ことでありますけれども、我々といたしましては

あらゆる方策で６次産業化、それから農商工連携

について支援をしていきたいということでありま

す。個別の方をお呼びしてやるということは、な

かなかこの場で宣言はできませんけれども、要は

そういった先進的な取り組みをされている方々の

ご意見等をお伺いする機会も設けながら、また農

業の従事者の方々とそういう方々とのコミュニケ

ーションの機会も設けながら、この取り組みを推

進してまいりたいと考えております。

〇議長（山本留義） 23番。

〇23番（池光弘） ありがとうございます。

今このよろず支援拠点、これがこの間、きょう

新聞持ってこなかったのですけれども、本当に６

次産業化に向けてのアドバイスを的確にして、６

次産業化を進めている県もありました。こういう

ものが青森県であるよというのもわからなかった

のですけれども、こういう人はお金かかるのでし

ょうか、呼ぶのに。

〇議長（山本留義） 経済部長。

〇経済部長（浜田一之） 県のほうでやっておりま

すこのセンターのほうでは、相談に関しては随時

受け付けしておりまして、特に普通の相談に関し

ては無料で相談に乗っていると伺っております。

、 、あと 私先ほど新商品開発の商品につきまして

２年で13品目というふうにお答えいたしました

が、３年で18品目に訂正させていただきます。

〇議長（山本留義） 23番。

（ ） 。 、〇23番 池光弘 ありがとうございます では

こっちから青森市に出向いて相談というのはいつ

でもできるということですよね。

今６次産業化を全国的にも進める、また市にお

いても６次産業化に力を入れていくというふうに

市長の構想がありました。そういう中で、やはり

多額な資金が、もうそれがあって、かかるという

ことがあって、なかなか市民は行動できないでい

るのです。むつ市には「むつ市のうまいは日本

一！」があるように、１品１品は全国に出しても

すごくすばらしいものがある。それをつなげてい

くすべを知らなかったというのがこのむつ市の本

当の姿ではないかと思います。ですから、市のほ

うでもやはりそういう情報発信はしていると思い

ますけれども、セミナーとかそういうようなのは

大いに開催してもらいたいと思います。

以上で質問を終わります。

〇議長（山本留義） これで、池光弘議員の質問

を終わります。

◎散会の宣告

〇議長（山本留義） 以上で本日の日程は全部終わ

りました。
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なお、明12月10日は濵田栄子議員、中村正志議

員の一般質問を行います。

本日はこれで散会いたします。

午後 ２時５６分 散会
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